


CSR憲章（経営理念）
（2007年4月制定）

私たちは、伝統ある近江商人の

「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」の

精神を継承した行是

「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」を

CSR（企業の社会的責任）の原点とし、

社会の一員として

「共存共栄」を実現してまいります。

地域とともに歩む銀行として、お客さまの
信頼と期待にお応えするため、「健全」と
「進取」の精神を貫き、地域社会の発展に
努めます。

琵琶湖畔に本拠を置く企業の社会的使命
として「環境経営」を実践し、地球環境を守
り、持続可能な社会づくりに努めます。

役職員一人ひとりの人権や個性を尊重
し、働きがいのある職場づくりに努め、心
身ともに「クリーンバンクしがぎん」の実
現に努めます。

地域社会との共存共栄

役職員との共存共栄

地球環境との共存共栄

名称

本店所在地
設立
総資産

株式会社 滋賀銀行
THE SHIGA BANK, LTD.
滋賀県大津市浜町1番38号
1933年10月1日
5兆5,173億円

滋賀銀行データ（2017年3月31日現在）
預金残高
貸出金残高
資本金
従業員
店舗数

4兆6,174億円（譲渡性預金含む）
3兆4,724億円
330億円
2,125人
137カ店（うち代理店18カ店）

04

12

15

22

30

38

42

50

60

61

Top Message

財務・非財務ハイライト

主要経営指数等の推移

5つの挑戦

1. 地方創生への挑戦

2. トップライン増強への挑戦

3. 生産性向上への挑戦

4. 強靭な経営基盤構築への挑戦

5. 戦略的CSRへの挑戦

安心してお取引いただくために

コーポレート・データ
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編集方針

　滋賀銀行は、このたび「SHIGA BANK REPORT 2017（統合報告書）」を作成いたしました。

本統合報告書は、国際統合報告評議会（IIRC）が提示するフレームワークを参考にして、財務情

報に経営理念・戦略・ESG情報（環境・社会・ガバナンス）などの非財務情報を関連付け、当行並び

に地域社会の持続可能な価値創造の仕組みを統合的に編集しています。

　また、本報告書は、銀行法第21条に基づくディスクロージャー資料（業務及び財産の状況に関

する説明書類）を兼ねています。ディスクロージャー誌としてご利用の際は、本報告書ならびに

「SHIGA BANK REPORT 2017 財務データ・バーゼルⅢ第3の柱開示編」（当行本支店店頭で

縦覧および当行ホームページhttp://www.shigagin.com/に掲載）をあわせてご参照ください。

見通しに関するご注意

　本統合報告書には、当行に関連する業績予想および計画等の将来に関する記述が含まれて

います。これらは、本資料作成時点における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える

予測や一定の前提（仮定）等を基に記載しており、当行の将来の業績を保証するものではなく、

さまざまなリスクや不確実性を内包しています。
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あ
ゆ
み

滋
賀
銀
行の

滋賀銀行の理念 銀行経営近代化に向けた取り組み 環境経営

1933

1941

1951

1966

1977

1991

2000

2010

1984

●1933年10月  株式会社滋賀銀行設立

●1938年10月  京都支店開設

●1941年 3月  大阪支店開設

●1946年 7月  東京支店開設

●1951年 5月  外国為替業務取扱開始

●1966年 1月  行是発表

●1977年10月  大阪証券取引所（市場第二部）、
　　　　　　　  京都証券取引所に上場
　　　　　　　  （1979年3月から大阪証券取引所
　　　　　　  　市場第一部へ指定替え）

●1984年  8月  社会福祉法人
　　　　　　　　しがぎん福祉基金設立

●1987年10月  東京証券取引所
　　　　　　 　（市場第一部）に上場

●1988年  3月  ニューヨーク駐在員
　　　　　　　 事務所開設

●1988年  7月  新本店社屋完成

●1989年  5月  香港駐在員事務所開設

●2000年  3月  ISO14001認証取得

●2000年  7月   しがぎんニュービジネスフォーラム「サタデー起業塾」開講

●2001年10月  「UNEP（国連環境計画）金融機関声明」日本の市中銀行で初めて署名

●2003年  4月  産学連携奨励金「しがぎん野の花賞」創設

●2003年12月  上海駐在員事務所開設

●2004年  4月  「CSR委員会」「CSR室」を設置

●2005年12月  しがぎん琵琶湖原則（PLB原則）策定、「PLB格付」取扱開始

●2007年  3月  「バーゼルⅡ」基礎的内部格付手法（FIRB）を金融庁承認

●2007年  4月  「CSR 憲章」と「滋賀銀行の行動規範」制定

●2007年  8月  「しがぎん格付コミュニケーション・サービス（格付CS）」取扱開始

●2008年  7月  金融機関初の「エコ・ファースト企業」に認定

●2008年  7月   「エコビジネスマッチングフェア」初回開催

●2009年11月  生物多様性格付（PLB格付ＢＤ）」取扱開始

●「三方よし」の精神を受け継ぐ行是、CSR憲章 ●地域社会の発展のために ●環境と経済の両立を目指して

●1991年  5月  ニューヨーク駐在員事務所を支店に昇格（1998年廃止）

●1993年  9月  香港駐在員事務所を香港支店に昇格

●1998年  4月  「∞（夢現）ネット」試行開始

●1998年12月  「企業格付制度」開始

●1999年  2月  「プライシング」適用試行開始

●1999年10月  「環境委員会」設置、環境方針制定

●1999年12月  「DBM（データベース・マーケティング）」運用開始

●2010年  8月  「生物多様性保全方針」制定

●2012年  2月  バンコク駐在員事務所開設

●2013年  4月  「地域振興室」設置

●2014年  6月  「ICT戦略室」設置

●2015年12月  「格付シミュレーション・サービス
　　　　　　　 （格付SS）」取扱開始

●2016年  4月   第6次中期経営計画スタート

滋賀銀行は、1933年、「健全経営」を旨とする百卅三銀行と、

「進取」の気風に富んだ八幡銀行が合併し誕生。爾来、お取

引先・地域社会の発展を使命として、その歩みを進めて

まいりました。近江商人の商人道徳「三方よし」の精神を受け

継ぐ行是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」と

「ＣＳＲ憲章（経営理念）」は、私たちの活動の原点です。

銀行経営の究極の役割は「リスクを引き受けること」にあり

ます。私たちにとってそれは、地域社会の発展のために取る

リスクです。当行は地域社会の発展に資するため「企業格付

制度」「プライシング制度」の導入、「バーゼルⅡ」の基礎的

内部格付手法（FIRB）取得など、いち早く銀行経営の近代化

に取り組んでいます。

私たちは、ＣＳＲを「社会の持続可能な発展のために、社会の

一員である当行が果たすべき責任」と位置づけ、「環境」「福祉」

「文化」を３本柱にＣＳＲ活動を展開しております。経済の血液で

ある「金融」の役割を通じて持続可能な社会づくりに貢献す

る「環境経営」の実践により「環境」と「経済」の両立に取り

組んでいます。
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取締役頭取

「共有価値の創造」で
持続可能な社会の

実現に貢献する。
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総

持

共「共有価値の創造」 
－すべてのステークホルダーの未来を拓く－

「持続可能性」は大きなビジネスチャンス

「総合金融・情報サービス業」への転換を図る

　地域社会・お取引先の持続可能な発展と豊かな暮らし

を実現し、すべてのステークホルダーの未来を拓く――

滋賀銀行の使命は、まさにここにあります。

　滋賀銀行は、1933年、「健全経営」を旨とする百卅三

銀行と「進取」の気風に富んだ八幡銀行が合併し誕生し

ました。そのルーツは1877年まで遡り、実に140年の歴

史を有します。この間、滋賀銀行はいつも地域社会ととも

にその歩みを進めてまいりました。

　「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」。滋賀銀

行の行是は、近江商人の「三方よし」（売り手よし、買い手

よし、世間よし）の精神を継承しています。そして、私たち

は、この行是をＣＳＲの原点とした「ＣＳＲ憲章（経営理念）」

に掲げる「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄

の実現を目指しています。今日的に言えば、社会的課題

の解決（社会的価値）と企業の競争力向上（経済的価値）

を同時に実現する「共有価値の創造」です。まさに、行是

とＣＳＲ憲章（経営理念）が全役職員の行動規範であり、私

たちの目指す世界です。

　今後の世界は途上国を中心に爆発的な人口増加が予

測され、それに伴う深刻な食糧・水不足、エネルギー資源

の枯渇、環境破壊問題に加えて、グローバリゼーションの

進展による格差拡大、地域間紛争の増大などが懸念され

ているところです。一方、我が国は、本格的な人口減少社

会に入りました。少子高齢化に伴う人口構造の変化や生

産年齢人口の減少、都市圏への一極集中による地域間

格差の拡大、財政再建問題など、私たちの目の前には

様々な課題が山積しています。

　こうしたなか、2015年9月、193の国連加盟国によっ

て「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための

2030アジェンダ」が全会一致で採択されました。2030

年までに持続可能な社会を実現するために国際社会が

優先して取り組む17の「持続可能な開発目標（SDGs： 

Sustainable Development Goals）」と169の具体的

なターゲットが定められました。各国が、世界の「持続可

能性」に警鐘を鳴らし、その実現に向けた不断の努力を

促しています。まさしく、「持続可能性」の実現は世界の共

有価値であると同時に、私たちにとって大きなビジネス

チャンスになる、と考えています。

　2016年1月に導入された「マイナス金利付き量的・質

的金融緩和」政策、いわゆるマイナス金利政策は当面続

くものと考えています。また、異業種との競合激化による

利ザヤの縮小、さらにはＡＩやFinTechなどへの対応な

ど、金融機関を取り巻く経営環境が今後ますます厳しく

なることは明らかです。しかし、このような状況こそ、新た

なイノベーションを生み出し、企業価値を高め、大きく飛

躍できる好機と捉えています。

　当行は2016年4月、第6次中期経営計画をスタートさ

せました。メインテーマは「チェンジ＆チャレンジ」、長期

的に目指すべき姿は「未来創造銀行 『The・ちぎん』」で

す。従来の伝統的な金融業ではなく、地元に密着した付

加価値の高い営業を進めることが何よりも重要です。す

なわち、お取引先が抱える様々な課題やお取引先自身が

気づかれていない潜在的ニーズを掘り起こして、適切で

質の高いソリューションをご提供し課題解決する「総合金

融・情報サービス業」へビジネスモデルを転換してまいり

ます。私たちは、お取引先との共有価値の創造による持

続可能な社会づくりを目指しています。
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滋賀銀行の成長イメージ
［ビジネスモデル］

総合金融・情報サービス業

未来創造銀行『The・ちぎん』

持続可能な発展

CSR憲章（経営理念）、行是

潜在ニーズ社会的課題

未来創造 「The・ちぎん」活き活きとした
人間集団

筋肉質な銀行として主
体的に生き残り地域の
未来を創造する

従来から継承してきた共存共
栄の精神に基づく地域密着型
金融を一段と深化させ、顔が
見え、心が通う地銀のなかの
地銀を目指す

行員一人ひとりが個性
と能力を存分に発揮し、
自己実現（夢）が可能と
なる組織へ

お客さま対応
スピードの
チェンジ

組織運営
スピードの
チェンジ

コスト構造の
チェンジ

3つの
チェンジ

戦略的CSR
への挑戦

5

地方創生への
挑戦

1

強靭な
経営基盤構築
への挑戦

4
生産性向上
への挑戦

3

5つの
挑戦

トップライン
増強への
挑戦

2

共有価値の創造
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「3つのチェンジと5つの挑戦」
基本的戦略は3つのチェンジと5つの挑戦です。

「3つのチェンジ」の1点目は「お客さま対応スピードの

チェンジ」です。常日頃からのコミュニケーションを通じて、

お客さまから真っ先に相談を受け、最も速く、親切・ 親身に

対応する“ファースト・コミュニケーションバンク”を目指して

います。ファーストには「First」と「Fast」の意を込めました。

2点目は「組織運営スピードのチェンジ」です。“より速く 

もっと果敢に”をスローガンに掲げ、意思決定から実行まで

のスピードを上げ、決めたことは最後までやりきる決意を

持って組織運営を行っています。 

3点目は「コスト構造のチェンジ」です。“筋肉質な銀行”を

目指し、しがぎんグループ全体の経営効率の改善に向け、

聖域を設けず抜本的な構造改革に取り組んでいます。

「5つの挑戦」は、（1）地方創生への挑戦 （2）トップライン

増強への挑戦 （3）生産性向上への挑戦 （4）強靭な経営基

盤構築への挑戦 （5）戦略的CSRへの挑戦です。

　第6次中期経営計画1年目を終え、その成果も着実に

あがりつつある、と手ごたえを感じています。

　「地方創生への挑戦」では、業界動向や事業内容を分析

したうえでその将来性を評価する「事業性評価」に基づき、

担保や保証に必要以上に依存しない融資を推進していま

す。「守山バラ」のブランド化に向けた事案では、オランダ

製ガラスハウスの建設に計画当初から携わり、地元自治

体と政府系・地元金融機関と連携しつつ、3年の歳月をか

け2017年1月に完成しました。今後も、関連ビジネスの

展開と新たな雇用が期待されています。（Ｐ23）  また、農

業の発展による地域の経済・産業振興を目的に西日本旅

客鉄道株式会社ならびに株式会社ファーム・アライアン

ス・マネジメントと業務協力に関する協定を締結いたしま

した。あわせて、グローバルGAPなど農業の国際認証等

の取得生産者向け融資「本業支援サポートローン『GAP

認証者サポートプラン』」を近畿の地方銀行として初めて

取扱開始するなど、持続可能な「農業」の普及と地域農業

の発展を通じた地域活性化に取り組んでいます。（Ｐ32）

第6次中期経営計画の進捗状況
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5つの挑戦による事業戦略

「トップライン増強への挑戦」では、コンサルティング機

能の強化と健全かつ積極的なリスクテイクによる金融仲

介機能の発揮により、お取引先の企業価値向上と地域社

会の発展に貢献することで、非金利収入の増強を目指し

ています。具体的には、過去の財務状況を分析し、お取引

先の「強み」「弱み」を共有する格付コミュニケーション・

サービス（格付ＣＳ）や、お取引先の経営戦略に基づく将

来の財務内容を予測、共有し企業価値向上を目指す格付

シミュレーション・サービス（格付ＳＳ）を活用して、課題解

決に向けたソリューション営業を展開しています。（Ｐ24）

その結果、法人事業性手数料は、第6次中期経営計画

（2016年4月～2019年3月）の最終年度の目標を最初

の1年間で達成いたしました。（Ｐ31）

「生産性向上への挑戦」では、ＩＣＴやFinTechの活用に

よる新たな金融サービスの創出、非対面チャネルの機能

強化やオムニチャネル化などを検討し、お客さまの利便性

向上と効率的な業務運営に取り組んでいます。

今年度は、ブロックチェーン関連技術を活用した新たな

送金、決済サービスへの検討を進めるために、「内外為替

一元化コンソーシアム」への参加を決定しました。（Ｐ39）

また、本年、連結子会社の100％子会社化を実施しまし

た。当行グループの意思決定の迅速化とガバナンス強化

を通じて生産性向上を図るとともに、グループが一体と

なった総合金融サービスのご提供が可能となりました。

（Ｐ40）

戦略的CSR
への挑戦

5

地方創生への
挑戦

1

トップライン
増強への
挑戦

2

強靭な
経営基盤構築
への挑戦

4
生産性向上
への挑戦

3

新しい
ビジネスモデルの創出

成長産業の創出
事業性評価

地方創生への
取り組み

自己資本の充実

リスク・アペタイト・フレームワーク
積極的なリスクテイク

格付コミュニケーション・サービス
格付シミュレーション・サービス

貸出金の増加
利益率の改善

営業店オペレーション改革
ICT基盤の充実

戦略的CSR
への挑戦

地方創生への
挑戦

トップライン
増強への
挑戦

強靭な
経営基盤構築
への挑戦

生産性向上
への挑戦

新しい
ビジネスモデルの創出ル

産業の創出創
性評価

へのの創生へへ
組みみ

自己資本の充実

ビ

貸出金の増貸出
利益率の改利 率

営業店オペレーション営 ー
CT基盤の充実IC 充実
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「強靭な経営基盤構築への挑戦」では、取締役会におけ

る活発な議論を通じて、コーポレート・ガバナンスの実質

的な機能強化に取り組んでいます。

また、地域金融機関の使命は地域社会の発展のための

リスクを引き受けることにある、との強い信念のもと、当

行は財務基盤の強化に取り組むとともに、企業格付制度

を導入し、基礎的内部格付手法（FIRB）をいち早く取得す

るなど、リスク管理の高度化に取り組んでいます。さらに

は、「リスク・アペタイト・フレームワーク」を導入し、経営計

画の透明性向上と収益機会を追求するとともに、リスクを

コントロールする経営に取り組んでいます。（Ｐ43）

「戦略的ＣＳＲへの挑戦」では、本業を通じてお取引先・

地域社会との共有価値を創造し、社会的課題の解決に

資する取り組みを展開しています。例えば、2014年、近

畿の地方銀行として初めて「ＣＳＲ私募債」の取り扱いを

開始しました。これは、企業さまの私募債発行記念とし

て発行金額の0.2％相当額を当行が拠出し、学校等に図

書やスポーツ用品などニーズに応じた「子どもたちの学

びや成長を応援する物品」を寄贈するもので、近江商人

の「三方よし」に地元企業を加えた「四方よし」で持続可

能な社会の実現を目指すものです。

本年5月までの累計取扱件数は230件、発行総額

203億円、のべ182先へ3,032万円相当額の寄贈品を

贈呈いたしました。（Ｐ51）
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2017年3月期の当期純利益（単体）は、マイナス金利

政策の影響等により前期比8億円減の139億円となりま

したが、過去最高益であった前期に次ぐ利益を計上する

ことが出来ました。また、2017年3月末の預金残高（譲渡

性預金を含む）は前期比1,873億円増の4兆6,174億

円、貸出金残高は前期比2,049億円増の3兆4,724億円

と預貸金ともに順調に推移しました。特に、貸出金期中平

均残高は中小企業向け融資を中心に前期比2,074億円

増加しました。これは、預金期中平均残高の増加額871

億円を大きく上回るとともに、年間の増加額としても、直

近10年間で最大となりました。連結の総自己資本比率は

16.67％と前期比0.22％上昇し、国際統一基準を大きく

クリアしました。リスク管理債権（単体）は前期比82億円

減少の576億円、総貸出金残高に占める比率は1.66％

と前期比0.35％低下しました。一方、資金利益は、低金利

の長期化により貸出金利回りの低下を主因に前期比11億

円減少の483億円となりました。

当行は、「地域社会との共存共栄」を柱に、経営の健全

性、透明性の確保に努めるとともに、一段と厳しさを増す

経営環境や将来の投資に備えて内部留保の充実と財務体

質の強化を図りながら、株主の皆さまへの安定的な配当を

継続しつつ、業績動向に応じて出来る限りの配当を行うこ

とを基本方針としております。2016年度の年間配当は、株

主の皆さまのご支援にお応えするため、普通配当の7円に

特別配当1円を加えて8円とさせていただきました。

2018年3月期は、ソフト開発等のシステム関連費用、

国内経済の先行き不透明感を背景に一定の与信コスト

費用を見込み、減益を予想しています。

総預り資産（末残）（総預金＋投資信託＋公共債＋金融商品仲介） 50,000億円

35,000億円

50％

30％削減

48,257億円

34,724億円

47.81％※

30.87％削減

項目 2019年3月期計画 2017年3月期実績

※ 2016年9月期現在の実績数値

経常利益

当期純利益※

19,230

13,939

△5,730

△3,939

13,500

10,000

2018年3月期予想 2017年3月期実績 2017年3月期比較 2018年3月期予想 2017年3月期実績

単体 連結

2017年3月期比較

※ 連結は親会社株主に帰属する当期純利益

21,231

14,895

△5,731

△3,895

15,500

11,000

温室効果ガス排出量削減（2016年度から2018年度の3年間平均で2006年度比較30％削減）

滋賀県内貸出金シェア（商工中金他一部の金融機関を除く）

総貸出金（末残）

第6次中期経営計画期間中の挑戦指標と2017年3月末実績

株主資本ＲＯＥ

ＯＨＲ

5％以上

65％未満

6.20％

72.39％

項目 長期的挑戦指標 2017年3月期実績

長期的挑戦指標（中計期間に関わらず実現に向けて長期的に挑戦する指標）

株主還元

2018年3月期業績見込み

2017年3月期決算概況  ～貸出金、預金ともに順調～

項目

（単位：百万円）
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今後を展望しますと、少子高齢化・人口減少の実体経済

に及ぼす影響が深刻化するとともに、ＩoＴやＡＩなど技術革

新を背景に社会・経済構造が大きく変容するものと考えて

います。そのような大変革時代にあって、当行が対処すべ

き課題は多々ありますが、次の3点を当面の優先課題とし

て取り組んでまいります。

第一は、コンサルティング機能のさらなる強化です。専

門知識の取得と外部ネットワークの充実に加え、徹底した

顧客志向によりお取引先との共有価値を創造できる人材

を育成してまいります。

第二は、収益性の向上です。法人事業性手数料は、第6

次中期経営計画の目標を大きく上回りましたが、収益全体

に占める割合としては、まだまだ不十分です。コンサルティ

ング機能をさらに発揮して、非金利収入の増強に取り組ん

でいく方針です。

第三は、生産性の向上です。2017年3月期の経費総額

は、聖域を設けずコストダウンに取り組み、前期比10億円

減少の414億円となりましたが、ＯＨＲは72.39％と前期比

2.42％悪化しました。今後、将来を見据えたシステム関連

への投資も予定しており、ＯＨＲの改善には今しばらくの時

間を要する見込みですが、店舗機能の見直し、事務の効率

化をさらに推し進め、生産性向上を図っていく方針です。

今後の展望と課題

当行は、創業以来、「地域社会の発展なくして、当行の

発展はない」との信念を持ち、地域社会の成長に貢献し

てまいりました。また、環境問題が社会の持続可能性に

与える影響を重視し、「環境経営」「環境金融」に先駆的

に取り組んでまいりました。

今後の企業経営には、社会的課題の解決（社会的価

値）と企業の競争力向上（経済的価値）を同時に実現す

る共有価値の創造が求められています。

これからも滋賀銀行は、地域社会、お取引先、株主、従

業員などすべてのステークホルダーとの共有価値創造

に取り組み、持続可能な社会の実現に全力で取り組ん

でまいります。皆さまには、引き続き滋賀銀行へのご理

解とご支援、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申

し上げます。

「共有価値の創造」で持続可能な社会の実現に貢献する

SHIGA BANK REPORT 2017 11



お知らせします、しがぎんの業績
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0
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2013年
3月期
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3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

（億円）

572

業務粗利益 業務純益
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606
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200

2013年
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3月期

2015年
3月期

2016年
3月期
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3月期
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184
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当期純利益
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0
2013年
3月期

2014年
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3月期
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125
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1.0
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0.6

0.8

0

0.2

0.4

2013年
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2014年
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1.00%1.00%

0.03%0.03%

1.14%1.14%

1.46
1.37 1.27

1.58

0.91 0.92 0.930.93

0.07 0.06 0.05 0.05

経常利益
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2013年
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貸出金・預金・
有価証券利回り 預金残高「滋賀県内シェア」

貸出金利回り　　有価証券利回り　　預金等利回り

※ ゆうちょ銀行、商工中金を除く

第二地銀
11.82 

信金・信組
16.43

その他
21.15

その他地銀
3.21

都銀
2.31 

貸出金残高「滋賀県内シェア」

※ ゆうちょ銀行、商工中金、日本政策金融公庫を除く

第二地銀
15.31

信金・信組
17.87

その他
7.88

572572億円億円 158億円158158158億円億円億円

192億円192192192億円億円億円
139億円139139139億円億円億円

貸出金利回り貸出金利回り

有価証券利回り有価証券利回り

預金等利回り預金等利回り
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45.07%45.07%

その他
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8.53

都銀
2.36

滋賀銀行滋賀銀行

48.05%48.05%

財務ハイライト
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注釈のない場合は2017年3月末現在

45,000

40,000

35,000

0
2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

（億円） 44,671

42,228 42,784
43,799

41,145

預金残高（期中平均残高）
譲渡性預金含む

45,000

40,000

35,000

0 0

50,000

2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

（億円）

48,257

45,081
46,216 46,441

44,444

総預り資産残高
（総預金+投資信託＋公共債+金融商品仲介）
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11.82
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自己資本比率 格付
総自己資本比率
普通株式等Tier1比率

AA+
AA
AA－

A
A－
BBB+
BBB
BBB－
BB+
 BB
 BB－
 B+
B

C
D

AAA

・・・・・・

A+

格付投資情報
センター（R&I）

日本格付研究所
（JCR）

44,671億円44,67144,67144,671億円億円億円 48,257億円48,25748,25748,257億円億円億円

23,109億円23,10923,10923,109億円億円億円

1,654億円1,6541,6541,654億円億円億円

1.66％1.661.661.66％％％

576億円576576576億円億円億円

33,316億円33,31633,31633,316億円億円億円

対総貸出金残高比率対総貸出金残高比率

14.46%14.46%14.46%14.46%

普通株式等Tier1比率普通株式等Tier1比率

16.67%16.67%16.67%16.67%

総自己資本比率総自己資本比率

72.39％72.3972.3972.39％％％
OHROHR

414億円414414414億円億円億円
経費合計経費合計リスク管理債権リスク管理債権

A+A+A+A+
格付投資情報
センター（R&I）
格付投資情報
センター（R&I）

日本格付研究所
（JCR）
日本格付研究所
（JCR）

         A+
信用力は高く、部分的
に優れた要素がある

　      A+
債務履行の確実性は
高い  
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電力使用量の推移 温室効果ガス排出量削減

しがぎん琵琶湖原則 （ PLB = Principles for Lake Biwa）

非財務ハイライト
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前年度対比前年度対比

10,826先10,826先
事業先比 58.0%事業先比 58.0% 99.70%99.70% 156名156名

2.331%2.331%

目標：2016～2018年度3年間平均で2006年度比較30％削減する
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82人82人

削減率 30.87%削減率 30.87%

2016年度CO2削減量2016年度CO2削減量

2,713.9t2,713.9t

注釈のない場合は2017年3月末現在
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主要経営指数等の推移（連結）

「環境会計」データ推移 ～環境と経済の両立～　　　　　　　

2012年度
（自2012年4月1日
至2013年3月31日）

2013年度
（自2013年4月1日
至2014年3月31日）

2014年度
（自2014年4月1日
至2015年3月31日）

2015年度
（自2015年4月1日
至2016年3月31日）

2016年度
（自2016年4月1日
至2017年3月31日）

連結経常収益

連結経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

連結包括利益

連結純資産額

連結総資産額

1株当たり純資産額

1株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

自己資本比率

連結自己資本利益率

連結株価収益率

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金および現金同等物の期末残高

従業員数

〔外、平均臨時従業員数〕

環境保全
効果

環境保全
対策に伴う
経済効果

環境保全
コスト

温室効果ガス(CO2)排出量（t-CO2）
環境対応型融資商品の残高

エコ関連ビジネスマッチング・ファンド販売手数料等

環境対応型融資商品による資金利益

投資額

費用額

合計

収益

エネルギー費用の削減費用削減

88,815

14,357

5,544

21,086

267,535

4,662,055

998.62

21.00

̶̶

5.65
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30.57
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△44,354

△1,599
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2,530

〔1,187〕
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19,531
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1,091.45

41.79

41.78

6,02

3.99

13.40

96,812

98,842

△11,604

256,862

2,508

〔1,215〕

88,499

24,576

13,675

63,162

349,851

4,996,976

1,324.63

51.87

51.68

6.90

4.32

11.56

55,568

△46,447

△10,324

255,680

2,479

〔1,235〕

95,844

22,535

15,508

△1,465

346,714

5,025,426

1,310.98

59.57

52.73

6.79

4.52

7.95

△133,403

66,781

△1,700

187,348

2,468

〔1,247〕

90,151

21,231

14,895

31,484

374,246

5,539,561

1,425.41

57.21

50.61

6.69

4.18

9.98

286,223

△352

△3,967

469,250

2,401

〔1,226〕

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

円

円

円

％

％

倍

百万円

百万円

百万円

百万円

人

（注） ① 当行および連結子会社の消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
　　 ② 2012年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は潜在株式がないため記載していません。
　　 ③ 自己資本比率は、（期末純資産の部合計̶期末新株予約権̶期末非支配株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しています。
　　 ④ 従業員数は出向者を除いた就業人員であり、〔　〕内は嘱託および臨時雇員の期中平均人員（外書き）です。

◆対象範囲：滋賀銀行（単体）　◆集計方法：環境省「環境会計ガイドライン2005」を参考
※【注記】･･･2012年度より①、②を変更、2013年度より③を変更しています。
　① 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の実施により、太陽光発電関連融資を計上しています。
　② 環境配慮型の省エネ住宅が増加しており、「エコ＆耐震住宅ローン」の抽出基準を一部見直し、計上しています。
　③ 電力会社のCO2排出係数上昇に伴い、CO2排出量削減活動を正当に反映するため基準年(2006年)の排出係数で固定化して算出しています。

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

215

132

8,792

68,658

▲38

1

13

▲24

134

224

8,982

79,084

▲100

43

▲35

▲92

671

380

8,812

85,258

33

5

14

52

49

332

7,132

82,750

313

4

32

350

31

299

6,714

93,030

453

14

8

475

36

288

6,452

90,222

468

14

21

503

43

282

8,297

126,343

366

13

16

396

12

270

7,255

147,814

339

48

▲51

336

20

261

6,873

168,689

313

48

28

390

59

290

6,710

185,819

322

50

30

402

（単位：百万円）
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当行のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

内部統制システムの整備状況

滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人の「三

方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」の精神を継承した行

是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」をCSR（企業の社

会的責任）の原点とし、経営理念に掲げる「地域社会」「役職員」

「地球環境」との共存共栄に努め、当行の持続的な成長と中長期

的な企業価値向上を図る観点から、次の基本的な考え方に基づ

きコーポレート・ガバナンスの充実および不断の見直しを行って

います。

当行では、会社法および会社法施行規則に基づき、「内部統

制システム構築に関する基本方針」を取締役会において決議し、

業務の適正を確保する体制を整備しています。

内部統制報告制度への対応
上場会社等は金融商品取引法の「内部統制報告制度」によ

り、財務に関する情報の適正性を確保するための体制の有効性

を自己評価および外部監査を受けたうえで、「内部統制報告書」

を提出することが義務づけられています。

当行グループでは、経営管理部内に設置した「内部統制・資産

査定グループ」が、財務報告に係る内部統制の企画、統轄、評価

を実施し、決算の信頼性を高めるための体制構築に取り組んで

います。

適時・適切な情報開示
経営情報等の積極的かつ公正な開示により、お客さま、株主、

地域社会等とのコミュニケーションを図り、一層透明な経営の確

保に努めています。具体的には「経営関連情報開示規程」を制定

し、総合企画部を統轄部署として、公正かつ適時・適切な情報開

示が行える体制を整備しています。

（1）株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

（2）ステークホルダーと適切に協働する。

（3）非財務情報を含めた情報の適切な開示と、意思決定の
　  透明性、公正性を確保する。

（4）経営陣幹部による適切なリスクテイクを可能とするため
    の環境整備を行う。

（5）持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、
 ｠｠ 株主との対話を重視する。

コーポレート・ガバナンス
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取締役会

常務会

監査役会

会計監査人

監査部

内部監査報告会

監査役室

監査

監査

内部監査

選任・解任

選任・解任

連携

CSR委員会

コンプライアンス委員会

ALM委員会

本部各部 営業店

選任・解任

連携

連携

株主総会

1.取締役会
取締役会は、13名の取締役（うち社外取締役2名）で構成され、監査役出席のもと、原則毎月１回開催し、当行の重要な業務
執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。

2.監査役会
当行は、監査役会制度採用会社であり、監査役４名（うち社外監査役２名）が監査役会を原則として毎月１回開催しています。
各監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や常務会、内部監査報告会をはじめとする重要な会議への
出席や、業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しています。なお、監査役は、会計監査人と定期的に会
合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門等と連携しながら適切な監査を実施し
ています。

3.常務会
常務会は、取締役会長・取締役頭取・取締役副頭取・専務取締役・常務取締役から構成され、投資計画、新商品の開発、営業体
制の強化、リスク状況の把握など、経営全般について迅速な意思決定を行うために、必要に応じ開催しています。なお、重要な
業務の執行については取締役会に上程しています。

内部監査を実施する監査部を設置し、当行の健全かつ適切な業務運営の遂行を目的として、毎年取締役会が承認した「年度
内部監査計画」に基づき、被監査部店の内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価しています。また、原則毎月１回、取締役頭
取を含む経営陣が出席する内部監査報告会を開催し、監査結果の報告および被監査部店の実態、問題点、課題についての検
討を行い、当行のリスクの軽減化、事務の堅確化、業務運営の適切性の確保に努めています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要（2017年6月末現在）

会社の機関の内容（2017年6月末現在）

4.内部監査体制
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１.業務の適正を確保するための体制
当行は、 滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人の「三方よし（売

り手よし、買い手よし、世間よし）」の精神を継承した行是「自分にきびしく、人には親
切、社会につくす」をＣＳＲ（企業の社会的責任）の原点とし、経営理念に掲げる「地域社
会」「役職員」「地球環境」との共存共栄に努めています。この考え方に基づき、当行グ
ループは、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を次のとおり構築
しています。また、変化する経営環境に適切に対応するため、適宜必要に応じて体制
の見直しを行います。

2.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度（2016年4月1日から2017年3月31日まで）における業務の適正

を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

（4）当行及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す
るための体制
当行グループでは、取締役の職務執行を効率的に行うため、「取締役会規程」で

取締役会での決議事項を明確に定めています。また、当行では取締役会の決定す
る事項の細目及び日常的な行務の決定を役付取締役で構成される常務会に委任
しています。
役付取締役については、担当業務を定めることで職務分担を行い、効率化を図っ

ています。
中期経営計画において連結での経営指標を掲げ、グループとしての効率化に努

めています。

（5）子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告体制その他の当
行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当行は当行グループにおける業務の適正を確保するため、当行グループを一体

と考え、グループ全体が同等の水準で法令遵守やリスク管理等の内部管理体制を
構築しています。
当行グループは「関連会社管理・運営規程」を定め、コンプライアンス、顧客保

護、リスク管理等について、グループ横断的に統一された管理体制の構築を目指し
ています。
グループ会社の代表取締役は全部課店長会やＣＳＲ委員会等の重要な会議に出

席しています。
当行の監査役及び監査部はグループ会社に対して定期的に業務監査を行って

います。
グループ会社に対し、四半期ごとの財務・業績の概況ならびに決算状況の他、当

行が求めた場合には一定の事項を報告することを義務付けています。

（6）当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお
ける当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する
事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当行は監査役の職務を補助する業務執行取締役から独立した使用人を常設し、

監査役の職務を遂行するために十分な体制を構築します。
監査役の職務を補助すべき使用人の処遇については、監査役会と協議して行う

ものとしています。
監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従い業務を遂行する方針を定めて

います。

（7）当行の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人(これ
らから報告を受けた者を含む)が当行監査役に報告をするための体制その
他の監査役への報告に関する体制、及びその他監査役の監査が実効的に
行われることを確保するための体制、当該報告をした者が報告をしたこと
を理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行の監査役は当行グループの経営状態を十分に把握し、監査役としての業

務執行の実効性を確保するため、各企業の主要な会議にも出席しています。
また、当行監査役は当行代表取締役と定期的な意見交換会を開催しています。
グループ会社で作成する稟議書やその他の重要な報告は当行監査役にも回付

するなど、監査役に報告するための体制を整備しています。
当行グループでは全ての役職員が利用できる内部通報制度(コンプライアンス

ヘルプライン)を整備しており、通報内容は当行監査役に報告されます。なお、
通報したことを理由に不利益扱いを行うことは禁止されています。

（8）当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払いの請

求等をしたときは、その職務に必要でないと認める場合を除き、速やかに支払う方
針を定めています。

（1）コンプライアンス体制
6カ月毎に定めたコンプライアンス・プログラムに従い、振り込め詐欺被害者の

救済、顧客情報の管理、マネー・ローンダリング防止のための職員意識の向上等
に努めました。
また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に備え、「疑わしい取引
の届出」及び「取引時確認」の態勢を見直しました。

（2）リスク管理体制
当行は「リスク管理規程」に基づき、戦略目標をふまえた具体的なリスク管理に

係る方針である「自己資本管理ならびにリスク管理の方針」を、半期毎に取締役会
において決議しています。
また、ALM委員会を8回開催し、各種リスクの状況を確認するとともに、自己資
本比率規制をはじめとした各種規制指標やリスク量の状況について取締役会に
4回報告しています。

（3）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当行は定例取締役会を12回開催しています。また、取締役会の決定する事項の

細目及び日常的な行務の決定を委任されている常務会を69回開催しています。
また、当行の役付取締役については、担当行務、担当エリアを定めることで職務
分担を行い、効率化を図っています。

（4）当行グループにおける業務の適正を確保するための体制
各グループ会社の代表取締役は当行の全部課店長会、ＣＳＲ委員会に出席して

います。
また、当行の役付取締役とグループ会社の代表取締役が出席する関連会社社
長会を開催し、当行グループにおける経営課題の把握と対応方針について討議
しています。
加えて、当行監査役及び監査部が各グループ会社に対する業務監査を実施し、

当行グループにおける業務の適正を確保するための体制構築に努めています。

（5）監査役の職務執行について
当行の監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行ってお

り、内部監査部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換（いわゆる三様
監査）を定期的に実施し、監査の実効性を高めました。
また、代表取締役との積極的な意見交換を定期的に実施しています。

（1）当行及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制並びに当行及び子会社の使用人の職務の執行が法令
及び定款に適合することを確保するための体制
当行グループは、コンプライアンス体制の整備、並びに規程類の制定、使用人の

教育訓練を行い、グループ全体としてのコンプライアンス体制を構築しています。
当行の経営管理部はコンプライアンス統轄部署として、グループ会社のコンプ

ライアンス体制の整備、規程類の制定、使用人の教育や訓練に、必要に応じ助言や
指導を行っています。
当行の総合企画部及び所管部はグループ会社における日常のコンプライアン

ス実施状況を把握し、必要に応じ助言や指導を行っています。
当行の監査役及び監査部は、当行グループの健全かつ適正な業務運営に資する

ことを目的に監査を実施しています。
また、当行グループでは全ての役職員が利用できる「内部通報制度（コンプライ

アンスヘルプライン）」を整備しています。
当行グループは市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等との関

係を遮断し、断固として排除するための体制を整備しています。

（2）当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行は取締役会、常務会、その他重要な諸会議の議事録やその他の経営上の重

要な文書・情報の保存及び管理方法を「事務取扱要領」で定め、適切に管理してい
ます。

（3）当行及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当行は基本規程である「リスク管理規程」を定め、これに基づいて主要なリスク

毎に具体的な管理体制を構築するとともに、リスク管理の統轄部署を経営管理部
と定め、統合的リスク管理を行っています。リスク管理に関する重要事項について
は取締役会に付議・報告する体制としています。
グループ会社のリスク管理に関しては、当行の総合企画部がリスク管理規程に

基づき、各リスク所管部と連携し、その保有するリスクに応じて適切に管理を行って
います。
当行の総合企画部はグループ会社からの報告、もしくは銀行のモニタリング等

の結果に基づき、リスクの状況を適切に把握し、それが銀行の経営に重要な影響を
与えると判断した場合は常務会及び必要に応じて取締役会に報告を行う体制を整
備しています。

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要 （2017年3月末現在）
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取締役　辻田素子

地域の社会経済構造が大きく変化するなかで、地方銀行（地

銀）に期待される役割は大きくなっています。地銀にとっても、

地域社会の衰退は、経営を圧迫する深刻な事態です。地域社会

と地銀は運命共同体ともいえ、滋賀銀行が掲げる「未来創造銀

行『The・ちぎん』」には、地域社会の発展に貢献し続けることに

よって自行の未来も切り拓くという、役職員の強い決意が込め

られています。

地銀に期待される役割の1つは、地域経済の担い手である企

業の支援です。一定のリスクを許容して資金を供給するととも

に、経営者との緊密なコミュニケーションを通じて経営課題を把

握し、適切なアドバイスや処方箋を提供して成長を促進します。

近江商人の「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」を

継承する当行は早くから、取引先との中長期的な「リレーション

シップ（結びつき）」を重要視し、独自に導入した企業格付制度

を利用して、企業の経営改善に努めてきました。金融当局が最

近打ち出した、担保や保証に過剰に依存することなく、企業の

事業内容や成長可能性を評価する事業性評価による融資も、

長年におよぶ実績があります。創業から成長、成熟といった企

業のライフステージに応じた支援メニューを整備し、ビジネス

マッチング、海外進出、事業承継やM&Aなどの支援・仲介サー

ビスにも力を入れてきました。こうした顧客密着型金融は、当行

の大きな強みであり、中小企業向け融資の拡大、手数料収入の

増加など、当行自身の収益力強化にもつながりつつあります。

ただ、企業の生産性向上や価値創出には、高度なアドバイスが

できる「その道のプロ」が欠かせません。当行にとっても、専門人

材の育成や確保は急務であり、外部の専門家や専門機関との連

携も一層強化する必要があります。さらに、経営者から相談がなく

ても、企業の真のニーズをいち早く見抜き、当行がそれを自らの

課題として捉え、徹底的にフォローする姿勢も強く求められます。

地域経済全体の持続的発展、いわゆる地方創生では、成熟し

た既存企業の再生や退出、創業、新事業創出といった新陳代謝

を促す地域の仕組み（システム）づくりが１つのポイントです。

一般に、創業後20年で約5割の企業が退出していると言われる

ほど、企業の生存率は低く、地域経済を牽引する主力産業にも

栄枯盛衰があります。地域経済の将来像を描き、戦略を練って、

それを実現するための体制を構築する“司令塔”的役割も、地

銀に期待されるようになってきました。これは、当行が目指す

『The・ちぎん』像とも深く重なるはずです。

滋賀県は全国屈指のものづくり県で、大手メーカーのマザー

工場や研究所、研究開発型の中堅企業、高い技術力をもった中

小企業などが集積しています。こうした地域の“ものづくり力”

を今後どのように生かしていくのか。IoT（ In t e r ne t  o f  

Things：モノのインターネット）、ビッグデータ、人工知能と

いった新しい技術の浸透によって、滋賀の産業界にどのような

変化が起こるのか。環境・エネルギー、医療・介護、観光、農業と

いった成長が期待される産業をいかに育てるのか。こうした地

域経済の分野では、地元企業の財務状況や技術力、取引関係

などに関する詳細なデータ蓄積があり、経済や産業の動向に明

るい人材を抱え、県や市町の行政区域を超え、アジアにも拠点

をもつ当行の優位性は明らかです。地方自治体や各種経済団

体といった関係者からの支援要請に応えるだけでなく、当行が

主導的な立場で、関係者を巻き込みながら、知恵を出し、汗を

流すことで、地域経済全体の発展可能性も高まるものと考え

ます。

企業や地域社会の期待に応えるべく自己変革を重ねていけ

ば、必ず企業や地域社会全体の価値も向上します。「未来創造

銀行『The・ちぎん』」として、地域に根ざした新しい金融サービ

ス業の構築に努めてまいります。

社外取締役メッセージ
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取締役

取締役会長　大道 良夫
1972年4月 当行入行
2000年5月 審査部長
2001年6月 取締役審査部長
2002年6月 取締役営業統轄部長
2003年6月 常務取締役営業統轄部長
2004年6月 常務取締役
2006年4月 専務取締役
2007年6月 取締役副頭取
2008年6月 取締役頭取
2016年4月 取締役会長（現職）

常務取締役　林 一義
1980年4月 当行入行
2010年6月 経営管理部長
2011年6月 取締役経営管理部長
2014年6月 常務取締役（現職)

常務取締役　若林 岩男
1980年4月 当行入行
2009年6月 市場金融部長
2011年6月 取締役市場金融部長
2016年6月 常務取締役（現職)

取締役 本店営業部長　森本 勝
1981年4月 当行入行
2011年6月 大阪支店長
2012年6月 取締役大阪支店長
2013年6月 取締役京都支店長
2016年4月 取締役本店営業部長（現職)

常務取締役　西藤 崇浩
1983年4月 当行入行
2014年2月 審査部長
2014年6月 取締役審査部長
2017年6月 常務取締役（現職）

代表取締役頭取　高橋 祥二郎
1979年4月 当行入行
2006年6月 営業統轄部長
2008年6月 取締役営業統轄部長
2009年6月 取締役京都支店長
2011年6月 常務取締役
2014年6月 専務取締役
2015年6月 取締役副頭取
2016年4月 取締役頭取（現職）

代表取締役専務　今井 悦夫
1979年4月 当行入行
2006年6月 草津支店長
2009年6月 取締役審査部長
2011年6月 取締役京都支店長
2013年6月 常務取締役
2016年6月 専務取締役（現職)

常務取締役　大野 恭永
1983年4月 当行入行
2013年6月 営業統轄部長
2014年6月 取締役営業統轄部長
2015年6月 常務取締役（現職）

常務取締役 京都支店長　西 基宏
1982年4月 当行入行
2011年6月 営業統轄部長
2013年6月 取締役大阪支店長
2016年4月 取締役京都支店長
2016年6月 常務取締役京都支店長（現職)

取締役 総合企画部長　久保田 真也
1986年4月  当行入行
2013年4月  守山支店長
2015年6月  総合企画部長
2017年6月  取締役総合企画部長（現職）

取締役 東京支店長　北川 正義
1984年4月 当行入行
2015年6月 営業統轄部長
2016年6月 取締役営業統轄部長
2017年6月 取締役東京支店長（現職）

取締役（非常勤） 辻田 素子
1988年4月 株式会社読売新聞大阪本社入社
1998年6月 株式会社読売新聞大阪本社退職
2006年4月 龍谷大学経済学部准教授
2014年4月 龍谷大学経済学部教授(現職)
2015年6月 当行社外取締役（現職）

役員・執行役員（2017年6月27日現在） 
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監査役　西澤 由紀夫
1978年4月 当行入行
2007年6月 総合企画部長
2008年6月 取締役総合企画部長
2009年6月 常務取締役
2014年6月 監査役（現職)

監査役（非常勤） 西川 聰
1971年4月 大蔵省(現財務省)入省
1998年7月 理財局たばこ塩事業審議官
2000年6月 大蔵省（現財務省）退職
2000年7月 都市基盤整備公団
　　　　　　 (現独立行政法人都市再生機構)理事
2004年6月 株式会社名古屋証券取引所
　　　         取締役副社長
2009年6月 シダックス株式会社常務取締役
2012年6月 当行社外監査役（現職)

監査役（非常勤） 松井 保仁
2000年4月  弁護士登録
2000年4月  烏丸法律事務所入所
2005年1月  ニューヨーク州弁護士登録
2005年4月  烏丸法律事務所退所
2005年5月  弁護士法人三宅法律事務所入所
2009年5月  弁護士法人三宅法律事務所社員（現職）
2012年5月  弁理士登録
2017年6月  当行社外監査役（現職）

監査役　長谷川 雅人
1981年4月 当行入行
2010年4月 業務統轄部長
2012年6月 取締役監査部長
2016年6月 監査役（現職)

取締役（非常勤） 安井 肇
1975年4月 日本銀行入行
2003年3月 日本銀行退職
2003年4月 中央青山監査法人ディレクター
2006年7月 あらた監査法人金融アシュアランス部ディレクター
2007年7月 同リスクレギュラトリーアドバイザリー部長兼あらた基礎研究所長
2008年4月 同あらた基礎研究所長
2014年1月 同総合金融サービス推進本部顧問兼あらた基礎研究所長
2014年1月 株式会社安井アソシエイツ代表取締役社長（現職）
2014年6月 当行社外監査役
2014年7月 あらた監査法人顧問
2014年7月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社顧問（現職）
2017年6月 当行社外取締役（現職）

小西 哲也
人事部長

中島 浩之
システム部長兼
総合企画部
ICT戦略室参与

竹村 雅人
審査部長

青木 和夫
大阪支店長

川口 宏治
市場国際部長

堀内 勝美
営業統轄部長

監査役

執行役員
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守山の地に突如現れる、全面ガラス張りの巨大ハウス。面積

18,720㎡、高さ7ｍの国内最大級のガラスハウスには、色とりど

りの美しいバラが整然と並んでいます。この施設を運営するのは

県内最大のバラ栽培業者、クニエダ株式会社。

「守山バラ」の地域ブランド化への大きな影響力となるこのハウ

ス建設に、「事業性評価」に基づく融資を行いました。

全国有数のバラ産地である守山市は今、高齢化に伴う生産者

の減少や気象条件による品質の低下、生産量の減少など、さまざ

まな課題を抱えています。このようななか、日本の園芸・農業の

存続を胸に立ち上がった同社は、この課題の解決策として、世界

屈指のバラ生産国オランダに習い、最先端システムを導入した巨

大ガラスハウスの建設を決意。

当行は、CSR憲章に掲げる「地域社会」との共存共栄を目指し、「事業性評価※」に基づく融資やソリューションの提供により、地方創生や

持続可能な社会の実現に努めています。

「守山バラ」で地方創生！

少子高齢化・人口減少社会 成長産業の創出 ローカルブランディンググローバリゼーションの進展

地域活性化 社会的課題解決お取引先・地域社会の持続可能な発展

● 深度ある「事業性評価」
● 地域経済イノベーションサイクル
● ABL（動産担保融資）
● クラウドファンディング

● 創業・新規事業開拓支援 サタデー起業塾・野の花応援団
● コンサルティング機能の発揮（事業承継、M&A等）
● 産学官連携

課　題

取り組み

目指すべき姿

1. 地方創生への挑戦

※ 事業性評価とは

財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく、企業の事業内容や成長可能性などを適切に評価すること。経営理念や経
営の強み・弱み、また将来に対するビジョンや行動計画などを含めた多面的な視点で、お取引先の実態把握を行います。

この施設では、温度、気圧、日照量などを制御し、気候に左右さ

れず、年間を通じて高品質なバラの収穫が可能。それだけでなく、

徹底した空調管理による害虫の侵入防止で減農薬栽培が可能と

なり、食用バラなど6次産業化への扉も開かれます。

当行は、この構想の計画段階からサポート。「守山バラ」の地域

ブランド化により、雇用・観光客が増加し、地域活性化につながる

と判断し、同社とその実現に向け対話を重ねました。

ハウス建設資金は、行政や地元金融機関とも連携。当行は、ハ

ウスの製造メーカーの技術力、同社の農業知識、そしてその知識

や技術の継承、また販売ルートなど、事業の将来性や成長可能性

を確認し、「事業性評価」に基づき融資を行いました。

今後も、資金面のみならず当行の営業ノウハウやネットワーク

を生かした多面的なアドバイスなどを行い、地方創生に貢献して

いきます。 

ガラスハウス全景

地域の未来をともに創る ～「事業性評価」に基づいた融資やソリューション～

「金融仲介機能のベンチ
マーク」に対応する項目
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　コンサルティング機能を発揮すべく、お取引先のライフステージに応じた多様な金融手法を提供しています。

　特に、お取引先の本業を支援することにより、経営課題の解決に注力し、ともに成長していく好循環の創出を目指しています。

　これまで当行は、「自分の城は自分で守る」との気概を持って、

他行に先駆け基礎的内部格付手法（FIRB）を取得するなど、リス

ク管理の高度化に取り組むとともに、FIRB行としてのノウハウを

お取引先の経営改善等に活用してきました。具体的には、「格付

コミュニケーション・サービス」や「格付シミュレーション・サービ

ス」などにより、お客さまと双方向の議論を重ねながら課題解決

と成長に向けた取り組みを行っています。

　「格付コミュニケーション・サービス」は、格付プロセスを通じ

て把握したお取引先の「強み」、「弱み」を共有し、問題解決や財務

改善を図ることで、お取引先の永続的な経営基盤の構築や企業

価値向上を目指すものです。

　当行独自の格付プロセスの構築により、将来予想される財務

内容から定量格付のシミュレーションが可能になりました。「格付

シミュレーション・サービス」は、この仕組みを活用し、2015年

12月に運用を開始。「格付コミュニケーション・サービス」でお聞

きした将来ビジョンを財務諸表に具体化し、定量格付を予測する

プロセスを通じて、お取引先と事業の将来について対話を行いま

す。お話しいただいた内容をもとに、お取引先の将来に向けた取

り組みのサポートにつなげていきます。

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2,283
2,109

2,476

2,231

2,644

2,326

2,805

2,469

2,953

2,521

3,496

2,948

4,153

3,502

格付コミュニケーション・サービスの実施先累計

うち与信先（単位：社数）

格付コミュニケーション・サービス、格付シミュレーション・サービスの取り組み

格付コミュニケーション・サービスを実施したお取引先（単位：社数）

格付コミュニケーション・サービス継続実施先

うち、経営改善先

2016年度2015年度項目

1,341

1,007

1,359

1,042

格付コミュニケーション・サービス
継続実施先における経営改善状況

起業

創業期
成長期 安定期

低迷期

再生期1,528 先
931億円

1,518 先
1,861億円

11,458 先
14,281億円

828 先
579億円

1,410 先
1,311億円内は、ライフステージ別の与信先数、融資残高（2017年3月現在）

クラウドファンディング
しがぎんふるさと投資ファンド 等

ビジネスマッチング
私募債・シンジケートローン 等

事業承継・資産承継、M&A
大型補助金 等

ニュービジネスサポート資金
しがぎん成長戦略ファンド 等

コンサルティング機能の発揮・多様な金融手法の提供

ライフステージに応じたソリューションの提供
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未来を担う次世代ビジネスの創造を目指し、「サタデー起業塾」

によるビジネスヒントの提供、ニュービジネス支援ネットワーク

「野の花応援団」による産学官連携サポート、多様な資金ニーズに

お応えする「しがぎんニュービジネスサポート資金」や「しがぎん

成長戦略ファンド」による投融資等に取り組んでいます。

　ヘルスケア、地域資源・観光、ＡＩ・ＩｏＴ等のテーマに沿って、各分

野で活躍されている経営者の講演、専門家によるビジネスプラン

策定サポートなどを行い創業・第二創業をサポートしています。

　今年で18年目となる「サタデー起業塾」は本年5月にスタート

しました（年5回、土曜日に開催）。

新分野進出や新事業展開に必要な資金をサポートする「ニュー

ビジネスサポート資金（通称 野の花資金）」は、累計201社に対し

て40億円超を実行しています。

新事業進出にかかる資金ニーズの高まり等により、2016年度

の年間融資実行額は過去最高の水準です。

野の花賞は、「サタデー起業塾」の受講生のうちニュービジネス

への取り組みを表彰するもので、2016年度は、事業性評価を通じ

た本業支援の観点より株式会社リバネスと連携し、エントリー企業

を個別にサポートしました。また、7社の上場企業さまより協賛を

得て「協賛企業賞」を新設。エントリー企業42社から、複数回の選

考を経て最終選考会に残った8社がビジネスプランを発表し、各

賞が贈られました。

しがぎんニュービジネスサポート資金 累計実績

京都大学
産官学連携本部

京都高度技術研究所
（ASTEM）

科学技術振興機構
（JST）

京都工芸繊維大学
研究戦略推進本部

滋賀大学
社会連携研究センター

滋賀医科大学
産学連携推進機構

滋賀県

滋賀県
工業技術総合センター

滋賀県東北部
工業技術センター

滋賀県
産業支援プラザ

滋賀県立大学
産学連携センター

同志社大学
リエゾンオフィス

長浜バイオ大学
研究推進機構

立命館大学
研究部

BKCリサーチオフィス

龍谷大学
龍谷エクステンションセンター

有望ニュービジネス

（敬称略）
（2017年4月現在）

しがぎん成長戦略ファンド
投資事業有限責任組合
しが農林漁業成長産業化
投資事業有限責任組合

産学官金テクニカル
アドバイザリーボード

有限責任監査法人トーマツ

野村證券

フューチャーVC

エー・ジー・ピー

東京証券取引所

PwC京都監査法人

日本VC

大阪中小企業投資育成

みずほ証券

SMBC日興証券

日本政策投資銀行

滋賀経済産業協会

中小機構 近畿本部

アント・キャピタル・パートナーズ

産学官金テクニカルアドバイザリーボード

安田昌司（滋賀県立大学 産学連携センター 教授）
牧野圭祐（京都大学 名誉教授）
中谷吉彦（立命館大学 産学官連携戦略本部 副本部長）
吉本昌広（京都工芸繊維大学 研究戦略推進本部 産学公連携室 室長）
深尾昌峰（龍谷大学 龍谷エクステンションセンター センター長）

しがぎん
リースキャピタル

事務局
営業統轄部

滋賀銀行
しがぎん

経済文化センター

金額（単位：百万円）

0 0

250

150

100

50

200
4,000

3,000

1,000

2,000

件数（単位：件）

2012年度

2,251

2013年度

2,475

2014年度

2,894

2015年度

3,440

103 118
138

170

2016年度

4,041

201

あ す

2014年4月に地域経済活性化支援機構と「しがぎん成長戦略

ファンド」を設立。ベンチャー企業を含む中小・中堅企業への出資

や、成長のためのハンズオン支援によって投資先企業の企業価値

向上を目指しています。

当行が関与した創業件数

当行が関与した第二創業件数

2017年3月期2016年3月期項目

57 222

32 31

しがぎん ニュービジネス支援ネットワーク 野の花応援団

創業・新規事業開拓の支援
「ニュービジネスの種をまき、
芽を育て、花を咲かせる」

ビジネスフォーラム「サタデー起業塾」

しがぎん野の花賞

しがぎんニュービジネスサポート資金

地域経済活性化支援機構との
連携ファンド
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三徳 極上さば寿司

長浜市

湖北の恵み 極上にんにく

高島市

農園直営レストランファンド

高島市
上原酒造 不老泉

高島市

湖国名物 最高級珍味「ふなずし」

大津市

京都 「酒と魚と
オトコマエ食堂

」

京都市

　クラウドファンディングの手法を通じて、地域ブランドの魅力向上や、地域資源を利用した新商品・

サービスの提供に取り組む事業者をサポートしています。ニーズや特徴に合わせ、複数のクラウドファン

ディング運営会社と連携しています。

　2015年2月、クラウドファンディングの手法により組成され

た個別ファンドを主たる投資対象とする「しがぎんふるさと投資

ファンド」を設立。当ファンドからの出資により「呼び水」効果が

期待できる小口ファンドに対して、これまで5件の個別出資を行

い、クラウドファンディングの活用をサポートしています。

（2017年3月末時点）

「しがぎんふるさと投資ファンド」

クラウドファンディングによる地域ブランドの育成
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取組件数

残高（億円）

2017年3月期2016年3月期項目

91 139

78 122

多様な金融手法の提供
電子記録債権

シンジケートローン

利子補給制度

私募債の受託

ABL

　私募債発行は一定の適債基準を満たした優良企業に限られ

るため、発行体が優良企業である証明となるほか、直接金融の

一手法として、長期安定資金の調達が可能です。

● 『しがぎん』でんさいサービス（2013年2月開始）
　当行取引先における利用者登録は5,800社超となり、これまで

29,000件、計1,200億円超のでんさい振出（発生記録）が行わ

れています。

● 京都市地域活性化総合特区
　特区内で行われる「観光旅客の来訪および滞在を促進する

宿泊施設や商業施設等の産業観光施設の整備事業」について、

最長5年間、最大0.7%の利子補給を受けることができます。

● 環境配慮型融資促進利子補給事業
　環境省が実施する「環境配慮型融資促進利子補給事業」の取扱

金融機関に選定されています。

動産担保融資（Asset Based Lending）の手法を活用し、不動

産担保や保証によらない柔軟な資金調達に対応しています。

● でんさいファクタリングサービス
でんさいを活用した新たな資金調達手法として独自に開発した

サービスです。納入企業が受領した「でんさい」を当行がノンリ

コース（=買戻し義務無し）で買い取りします。

● 電手買取サービス
　電子記録債権「電子手形（電手）」をノンリコース（=買戻し義務

無し）で買い取りするサービスを取り扱っています。

A社
支払企業

B社
納入企業

①でんさいファクタリング
サービス基本契約締結

でんさいネット

②納品・代金請求

⑩決済資金
支払

③発生記録
データ提出

⑥買取依頼
（FAX）

⑨買取代金
支払

⑤発生記録
通知

⑧譲渡記録
通知

④発生記録
請求

滋賀銀行

⑦譲渡記録
請求

お取引先

B銀行 C銀行

A銀行 D銀行

アレンジャー
（滋賀銀行）

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
団

国（環境省）
補助金交付

状況・効果
報告／承認利子補給交付申請

／承認

環境配慮型
融資 ご返済 資金使途確認

モニタリング

公益財団法人日本環境協会

滋賀銀行

お取引先

● 滋賀健康創生特区
　特区内で行われる「医療・健康管理機器開発・事業化推進事業」

や「健康支援サービス創出推進事業」について、最長5年間、最大

0.7%の利子補給を受ける

ことができます。

多額の資金需要を、複数金融機関による協調融資によって、

お取引先の成長支援を後押ししています。

支払企業

（株）全銀電子債権ネットワーク【電子債権記録機関】
でんさいネット

金融機関

❶発生記録記録原簿 ❸支払等記録❷譲渡記録

金融機関

納入企業
（下請企業）

納入企業
（孫請企業）

物品販売・納入

支払債務

物品販売・納入

支払債務

BANKBA
N
K

期日に自動送金！口座間送金

金融機関
BANK

❶発生記録請求 ❷譲渡記録請求
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当行は、「事業性評価」を「お客さまとの日常のコミュニケーショ

ンを大切にし、業界動向や事業内容を分析したうえで、その将来

性を評価すること」と捉え、担保・保証に必要以上に依存せず、

この事業性評価に基づく融資やソリューションの提供を行うこと

が重要であると考えています。そして、この事業性評価に基づく

融資や、企業のライフステージに応じた最適なソリューション

の提案を行うことにより地域経済の発展に貢献していくことが

当行の役割であると考えています。

当行では、営業店と営業統轄部、審査部、総合企画部、市場国

際部が連携し、お取引先のご要望やライフステージに応じた「本

業支援」や「経営改善支援」に積極的に取り組んでいます。具体

的には、売上向上策や経費削減策、財務内容改善策などの助言

や組織再編、事業譲渡、M＆Aなど多面的な再生スキームの構築

などで必要に応じて外部専門家や外部機関等との連携を活用し

ています。

「格付コミュニケーション・サービス」で認識したお取引先の課

題や問題点の改善策の一つとして、「経営改善計画」の策定をサ

ポートしています。また、策定した経営改善計画の進捗状況は適

宜フォローし、お取引先の経営改善に向けた取り組みをサポート

しています。

業界動向や事業
内容の他、お客さ
まの過去の財務

状況を分析し、お客さまの
「強み」「弱み」を共有します。

格付コミュニケーション・
サービス 事業性評価に基づく融資・ソリューションの提供（格付CS）

過去

お客さまの経営
戦略（目標）に基
づく将来の財務

内容を予測・共有し、企業価
値向上をサポートします。

格付シミュレーション・
サービス（格付SS）

未来

地
域
経
済
の
発
展

【定性面】
低        ←　事業性評価（将来）→    高

【
定
量
面
】

高
　

↑ 

過
去
の
財
務
情
報
・
格
付 

↓
　

低

「業種転換」
「経営機能改善」

支援
成長支援

清算・廃業等の
支援

再生支援
（＋成長支援）

経営改善計画書の策定先累計

1,223

1,407 1,463
1,340

1,087
926

759

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

経営改善計画書を策定したお取引先（単位：社数）

お客さまのバックアップ体制

お客さま

事業評価に基づく融資・ソリューションの提供

営業店

しがぎんグループ

営業店サポート・照会・相談対応

営業統轄部 審査部

市場国際部総合企画部

しがぎん経済文化センター

中小企業支援体制

・信用保証協会
・中小企業基盤整備機構
・日本政策金融公庫

地方銀行協会

認定支援機関連絡協議会

中小企業再生支援協議会

野の花応援団

地域経済活性化支援機構

滋賀県再生支援連絡会議

京都再生ネットワーク会議

経営改善支援センター

滋賀県産業支援プラザ

滋賀県中小企業団体中央会
認定支援機関

（税理士・公認会計士等）

活
用
・
連
携

連携

連携

連携
情報共有

連携

全取引先数と地域の取引先数の推移、および、
地域の企業数との比較

地域別の取引先数

全取引先数

地元
項目

地元外 地元 地元外 地元 地元外

2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

22,470

15,348
（SPC:1）

6,738
（SPC:7） 14,909

48,9141,807,84548,914 1,807,845 48,914 1,807,845

7,109
（SPC:9）

15,526
（SPC:1）

7,488
（SPC:18）

22,443 23,496

地域別の企業数の推移

当行メイン取引先と全取引先に占める割合

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

21,872 22,470 22,443 23,496

8,672 9,087 9,109 9,268

39.6% 40.4% 40.6% 39.4%

A　全取引先数

B　当行メイン取引先（単体）

割合（B/A）

当行メイン取引先の
経営改善状況と融資残高推移

経営指標改善先の
融資残高推移（億円）

2016年3月期 2017年3月期

7,758 7,820

7,841 8,291

3,570 4,198 5,651 5,667

A　当行メイン取引先
 　（グループ）
  　メイン取引先の
  　融資残高（億円）

B　うち経営指標
  　改善先

46.0% 53.7%

5,269

割合（B/A）

2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

※ 不調先には、経営改善計画未策定先および、ご相談シート（簡易計画）策定先を含む

条件変更数 好調先 順調先 不調先※

1,296 53 221 1,022中小企業の条件変更先に係る
経営改善計画の進捗状況

事業再生支援先における実抜計画策定先と
同計画の達成の割合

貸付条件の変更を行っている中小企業の
経営改善計画の進捗状況

実抜計画
策定先数 達成先数 未達成先数

94 81 13

86.2％ 13.8％

実抜計画先数と達成の割合

項目

事業性評価に基づく融資、
ソリューションの提供

お取引先のバックアップ体制

経営改善計画の策定サポート

項目

項目

項目

SHIGA BANK REPORT 201728



財務の再構築を含めた抜本的な経営改善が必要なお取引先に

は、DDS(デット・デット・スワップ)などの金融支援を伴う本格的

な事業再生支援にも取り組んでいます。

178

155

112

89
77

137

171

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

160

180

200

140

120

100

80

60

40

20

0

中小企業再生支援協議会への持込先累計
2003年度の中小企業再生支援協議会発足以降に
当行主導で持ち込んだ案件のお取引先累計（単位：先数）

2016年度実績
（2016年4月1日～2017年3月31日まで）

件数

17,411

3,260

項目

新規ご融資件数

うち、無保証融資件数

18.7％経営者保証に依存しないご融資の割合

主な外部専門家連携先（中小企業再生支援協議会除く）

25先

7先

7先

コンサル会社

弁護士、法律事務所

その他専門家

経営改善計画に基づいて実施した金融支援：35先（重複あり）

24先

3先

10先

DDS（債務の劣後化）

DES（債務の株式化）

DPO（債権譲渡）

2016年度

7中小企業再生支援協議会の利用先数

再生支援の取組実績

17先

3先

14先

M&Aスキーム

うち民事再生法等の活用

うち私的整理型M&A

7 先第 2会社方式スキーム

業績改善に取り組まれているお取引先には、審査部「企業経営

支援室」を中心に、一歩踏み込んだサポートを展開しています。同

室は経営支援に高い専門性を持つ行員で編成し、弁護士、公認会

計士、税理士、コンサルティング会社などの外部専門家とも連携

を強化してお取引先の経営を支援しています。

お取引先の企業経営をバックアップ
金融支援を含む事業再生は、公正中立な第三者機関である中

小企業再生支援協議会等と連携を強化し、お取引先企業の再生

に全力をあげています。

抜本的な事業再生支援の取り組み

「経営者保証に関するガイドライン」への取り組みにあたって

は、金融円滑化の基本方針を定めた「金融円滑化管理方針」にお

いて、「経営者保証に関するガイドライン」を尊重・遵守し、適切に

対応していく旨を定め、経営者保証に依存しないご融資の促進に

努めてきました。引き続き、お客さまとの保証契約の締結や保証

債務の整理等に際しては、「経営者保証に関するガイドライン」に

基づき、誠実に対応していきます。

「経営者保証GL」への真摯な取り組み

項目
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増強への挑戦
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2013年
3月

17,849

2012年
9月

17,674

2013年
9月

17,904

2014年
3月

18,205

2014年
9月

18,409

2015年
3月

18,691

2015年
9月

18,897

19,143

2016年
3月

19,193

2016年
9月

19,259

2017年
3月

事業承継支援先数

2017年3月期2016年3月期項目

218 343

M&A サポート先数

2017年3月期2016年3月期項目

33 28

19,500

19,000

18,000

17,500

18,500

（単位：先）

滋賀銀行
専門ノウハウ
情報ネットワーク

店舗網

提携機関 外部専門家

売
り
手

買
い
手

法人事業性戦略において「目指すビジネスモデル」は「お取引

先の熟知による緊密なリレーションの構築」と「地域金融機関の強

みを理解し、お取引先の成長に貢献する」という取り組みを通じ、

「地方創生および地域経済の発展に貢献できる健全な経営体質を

目指すべく、『貸出金資金利益の増強』と『金融環境に左右されな

い収益体質』を両立させること」です。

トップライン増強に向けた
法人事業性戦略

お取引先と営業店、営業統轄部法人推進グループが連携し、事

業承継や資産承継対策、Ｍ＆Ａ、法人向け保険といった「国内ソ

リューション」への対応、クラウドファンディングや新エネルギー、

医療介護、６次産業化といった「成長分野へのサポート」、CSR私募

債や電子記録債権、シンジケートローンやPFIの活用等「多様な金

融手法の提供」、ビジネスマッチングの取り組みによりコンサルティ

ング機能を強化。お取引先とともに歩むことで企業価値を高め、

地域経済の持続的な成長と地方創生への貢献に注力しています。

本業支援による経営課題の解決が
地域金融機関の本分

低金利状態が続くなか厳しい金融環境に左右されない収益体質の

構築に向けて、新たな収益機会を創造すべくコンサルティング機能の

発揮による法人事業性手数料の強化に注力しています。お取引先の

本業支援を通じて、中小企業診断士やFP技能士、専門性が高い行員

を育成することで当行の「稼ぐ力」を強化し、「法人事業性手数料のコア

収益化」を目指す、新たなビジネスモデルの構築に挑戦しています。

経験豊富な中小企業診断士や1級ファイナンシャル・プラン

ニング技能士等の資格を有する行員が、事業や資産承継に関す

る最適なご提案を行っています。

企業の経営戦略の一つとして、Ｍ＆Ａ(企業の合併･買収)が注

目されています。一般的にＭ＆Ａには次のようなメリットがあると

いわれています。

2014年度 2015年度 2016年度 目指す水準

法人事業性手数料の推移

ビジネスマッチング
私募債（手数料・保証料）
シンジケートローン等
M&A
クロスセル等

0

500

1000

1500

2000

・・・(百万円）

収益力の向上 企業価値の向上

収益力 運用力 コンサルティング力

● 深度ある「事業性評価」
● 健全かつ積極的なリスクテイク
● コンサルティング機能の発揮（事業承継、Ｍ＆Ａ等）

● アジアの知見の活用
● 運用の多様化、トレーディング力強化
● 富裕層取引、顧客生涯取引の拡大

課　題

取り組み

目指すべき姿

2.トップライン増強への挑戦

営業エリアの拡大

本業の強化

収益源の多様化

人材の獲得

後継者難の解消

創業者利益の実現

持続可能な成長の実現

本業への集中

買い手 売り手

新たなビジネスモデル構築への挑戦

事業承継・資産承継対策

M&A

事業性融資先お取引先数の推移

「金融仲介機能のベンチ
マーク」に対応する項目
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提　案

 支　店

本部担当者
 

非
融
資
先

ニーズのヒアリング

本部への
トスアップ

生命保険活用による将来必要となる資金の準備
①退職慰労金　　　
②事業承継対策資金

③事業保障資金
④相続対策資金

診療所、病院、介護事業者等のライフステージに応じたソ

リューションをご提供しています。診療所の開業については当行

ホームページでもご相談を受け付けています。マーケット調査か

ら不動産情報のご提供、事業計画策定、また医療法人設立や医

業承継（事業承継・M&A）対策のご提案、外部専門機関との連携

による経営全般のサポートなどを行なっています。

2017年4月28日、農業の発展による地域の経済・産業振興を

目的に、西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）とJR西日本

が資本参加している株式会社ファーム・アライアンス・マネジメン

トと、業務協力に関する協定を締結しました。あわせて、農業の国

際認証等を事業性評価に活用した融資「本業支援サポートローン

『GAP(※)認証者サポートプラン』」の取り扱いを近畿の地方銀行で

初めて開始しました。

当行は、地方創生・CSR活動の観点からも持続可能な農業活性

化をサポートすることが地域金融機関としての使命と捉えていま

す。食の安全・環境保全・労働安全の向上、農業の国際競争力の

強化、地域経済の活性化や地域の環境保全に資する国際認証等

の普及拡大や若手農家の育成、企業の農業参入の促進などを目

指しています。

非融資先とのリレーション強化の一貫として、退職慰労金や事

業承継対策資金等の将来的な経営課題への備えとして、法人事

業者向けの生命保険に取り組んでいます。

※GAP : 農業生産活動を行ううえで必要な関係法令等の内容に則して定められる点検
項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検および評価を
行うことによる持続的な改善活動。

● アグリビジネスローン
　2014年5月、滋賀県農業信

用基金協会の保証付融資「アグ

リビジネスローン」の取り扱い

を開始。農業事業者さまの資金

需要に幅広く対応しています。

持続可能な「農業」の普及に向け業務提携
～農業の国際認証等の取得事業者向け融資を開始～

生産者等

ファーム・アライアンス・マネジメント

● GAP認証取得を契機とした
　農業経営の効率化
● 生産技術向上と販路拡大

取組内容
● セミナー等の共同開催
● 生産者等の個別紹介
● 農業分野に関するコンサル
　（農業経営相談、勉強会等）

● ITを活用し国際認証（GLOBAL 
　G.A.P.)の取得システムサービ
　ス供与、環境整備・教育
● 小売等への農産物の卸売

JR西日本
● 地域農業の活性化
● 生産・販路支援を行うファー
　ムアライアンス事業の普及

滋賀銀行

業務提携
● 地域における産学官ネットワーク
● GAP認証取得者に対する資
　金提供
● 事業者のGAP取得認証サポート

金融支援
販路紹介

GLOBAL G.A.P.の
取得・販路紹介

資本参加

● 地方銀行フードセレクション
　2016年11月8日～9日に東京ビッグサイトにおいて

「地方銀行フードセレクション2016」を地方銀行52行で

共同開催。全国から687社の食品関連企業が出展し、

当行のお取引先11社・団体にご出展いただきました。

● しが6次産業化ファンド
　2014年9月、滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信

用金庫、滋賀県信用組合、農林漁業成長産業化支援機構と

共同で「しが農林漁業成長産業化投資事業有限責任組合」

を設立（総額5億円）。これまでに1社への出資を実行

（2017年3月末時点）。

　6次産業化事業体への出資を

通じて、新たな加工や流通につな

がる農林漁業の生産性向上等に

向けたサポートを行っています。

トップライン増強に向けた
法人事業性戦略
医療介護サポート

法人事業者向け生命保険
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本年度10回目となる環境に特化した展示商談会「エコビジ

ネスマッチングフェア2017 in 京都」を、2017年6月16日に開

催。例年を大きく上回る122社・

団体に出展いただきました。　ア

ジアビジネスサポートコーナーの

ブースを拡大し、アジアセミナー

も同時開催。また、金融サポート

コーナーでは農産品の国際規格で

ある「GLOBALG.A.P」取得支援

の取り組みを紹介しました。

販売開拓支援先数

2017年3月期2016年3月期項目

62 59

法人・個人事業主の皆さまの売上向上や販路拡大につなげ

るべく、当行支店網を活用した有効な商談設定（=ビジネスマッ

チング）に取り組んでいます。

近畿経済産業局｢知財ビジネスマッチングマート事業｣に中

核金融機関として参画しました。本事業は、大企業の保有する

開放特許を活用し、中小企業の新製品開発を促進するための

事業です。

大企業との面談機会を提供するとともに、ライセンス契約締結

から商品化に至るまでサポートします。

地方創生ならびに地域経済のさらなる活性化を目指し、プロ

フェッショナル人材戦略拠点や専門事業者と連携して人材に関す

るニーズを抱える当行のお取引先に、安定した雇用の創出や、地

域への人材還流をサポートしています。

お取引先の経営安定化や節電ニーズに対応すべく、 新電力を

活用したソリューション提案を行っています。

販路開拓支援
ビジネスマッチング

エコビジネスマッチングフェア

知財ビジネスマッチングマート事業

プロフェッショナル人材のマッチングサポート

新電力の活用

エコビジネスマッチングフェア
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個人向け戦略  相続のご相談は『しがぎん』へ

個人向け戦略①  富裕層取引の拡大

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
あ
わ
せ
た
提
案

若
年
層

資
産
形
成
層

年
金
層

生涯取引の拡大

・退職金運用の提案 ・年金口座の増加

生涯メイン口座へのアプローチ（コア預金の獲得）

・若年層口座の増加
・ジュニアNISAの活用
・決済メイン化
  （STIO、ブランドデビット）

・給振口座の増加
・オムニチャネル戦略
・インターネットバンキング、
　ATM等の高度化

資産運用・保険のアプローチ

個人ローンの増強

・ライフスタイル、年代にあ
　わせた資産形成商品の提案

・住宅ローンの増強
・無担保ローンの増強

・住宅ローン先への保障性保
　険、資産運用などの総合的
　コンサルティングの実施

・制度改正による商品の拡大
 （NISA、個人型DC拡充）

富裕層取引の拡大

法個一体となった取り組み 相続・贈与への取組

商品・サービス強化新規先開拓

総合資産管理・相続対策提案

法人・オーナー 個人投資家

・ 資産の全体（法人・個人）把握   
　による資産運用提案

・ 生保・信託商品の活用
・ 不動産の活用含めた相続対策

・ 休日相談店舗の充実
・ 仕組債・外債の提案強化

・ 資産運用提案を中心とした新    
　規先開拓

預り資産コンサルティング体制の強化・人財育成

　個人向け戦略ではお客さまの最善の利益追求のため、フィ

デューシャリーデューティー(お客さま本位の業務運営)の方針を

掲げ、「お客さまに満足いただく相談体制の確立」を目指していま

す。ライフステージを踏まえたニーズの確認を行い、適切な商

品・サービスの提供に努めています。

※ 「お客さま本位の業務運営に係る方針」については、当行ホームページに掲載しています。

　相続・贈与に関するニーズは高

まっており、相続ガイドブックを用

いてご相談に応じています。

　また、遺言信託等、相続関連

サービスを行っておりますので、

お近くの本支店で是非ご相談く

ださい。

　富裕層取引の拡大に向け、法人・個人の資産全体を把握して、

一体となった総合資産管理・相続対策等のコンサルティングの強

化に注力しています。

　投資信託・保険に加え、仕組債・外債など多彩な運用商品を取

り揃えるとともに、お客さまのニーズに沿って不動産の有効活用

や保険・信託商品を活用した相続対策など、総合的に提案できる

体制を整えています。　

個人向け戦略②  顧客生涯取引の拡大
　ライフステージにあわせた提案を行い、各年代のニーズにあ

わせたアプローチに注力しています。

　若年層へは生涯メイン口座へのアプローチを行うことで今後

のコア預金の獲得につなげます。

　資産形成層へは資産運用・保険のアプローチを行うことで、預

り資産残高の増加、ストック収益の拡大につなげるとともに、個人

ローンの増強を行います。

　年金層は生涯取引の拡大を図っていきます。

　これらの活動により地域のお客さまの信頼を得て、6次中計で

は挑戦目標「総預り資産（末残）＜総預金＋投資信託＋公共債＋金

融商品仲介＞５兆円」を掲げています。

個人のお客さまへ
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　2015年に導入した無担保ローンのスマートフォン契約（以

下、スマホ契約）は、お客さまの利便性が向上したことで取り扱

い件数が順調に増加しています。目的型ローン、フリーローン

（ジャストサポート）およびカードローン（サットキャッシュ）でご

利用可能です。

　「スマホ契約」は、お客さまがお

手持ちのスマートフォンで専用の

契約サイトにログインし、契約内

容に同意、確認をいただくことで

契約手続きが完了するサービス

で、契約のために来店いただく必

要がなくなります。インターネット

からだけでなく、店頭やＦＡＸ、ＡＴ

Ｍ、電話からのお申し込みでも

「スマホ契約」はご選択可能です。

個人向け戦略③  無担保ローン取引の拡大

手数料の
引き下げ

コールセンター
休日対応

商品ライン
ナップの
充実

郵送による
受付開始

iDeCo（イデコ）
＝個人型確定拠出年金の愛称

（イデコちゃん）

　iDeCo（イデコ＝個人型確定拠出年金）は、大きな税制の優遇

を受けながら老後資金が準備できる有利な年金制度です。

2017年1月から基本的にどなたでもiDeCoに加入できるように

なったことに伴い、当行ではより多くのお客さまにご利用いただ

くために、商品性の向上を図り、本制度の普及・促進に努めてきま

した。

　ICTプラットフォームの活用、プロモーションの強化、非対面契

約の推進、お客さまとのリレーション強化による、ダイレクトマー

ケティングの進化に取り組んでいます。「対話」と「非対面」の融合

により、お客さまから求められる金融サービスの実現を図ること

で、2018年度末の無担保ローン残高500億円を目指します。

　2016年11月25日から2017年3月31日まで「『しがぎん』で

iDeCoに入ろうキャンペーン」を実施し、皆さまにご好評いただ

きました。

　当行は、個人型確定拠出年金制度がスタートした2002年4月

から全店（代理店を除く）でiDeCoの受付業務を行っています。

（2017年3月末時点の加入者数＝約6,400名）

資産形成へのメリットが大きい
iDeCoへの取り組み

 『しがぎん』でｉＤｅＣｏに入ろうキャンペーン実施

コールセンター スマート
フォン

営業店

お客さま

ATM

電話
FAX

インター
ネット

対話によるサービス
（最適提案、アドバイス）

非対面によるサービス
（利便性、セルフ完結）

無担保ローンのスマートフォン契約件数は
順調に増加

SHIGA BANK REPORT 2017 35

2
ト
ッ
プ
ラ
イ
ン
増
強
へ
の
挑
戦



アジアの知見を世界へ

　第6次中期経営計画の国際金融戦略では、「アジアの知見を

世界へ」をキーワードとして、海外拠点である香港支店、上海駐

在員事務所、バンコク駐在員事務所との連携とお取引先サポー

トを通じて培ってきたアジアビジネスのノウハウを生かし、「トッ

プライン増強」と「地方創生」に注力しています。

を行うとともに、「有償コンサルティング」を通して、お取引先の

海外ビジネスの課題解決につなげています。

　トップライン増強に向けて、海外事業法人向けローンやスト

ラクチャードファイナンスを主とした「非日系向け貸出」の強化

に注力しています。一定のリスクテイクのもと収益性の高い資

産の積み上げを行うとともに、本部のプロフィットセンター化を

目指します。

　外貨建預貸金の積み上げによる収益拡大を図ります。

　外貨貸出については、日本企業のグローバル化の進展により、

外貨資金の調達ニーズが高まるなか、これにお応えするため、

安定的な外貨資金の確保や国内外の提携機関との連携による

海外資金調達を活用し、外貨貸出を強化しています。

　また、外貨預金については、マイナス金利下の資産運用手段

のひとつとしてご提案しています。

　地域の潜在力である「稼ぐ力」を引き出すことは、地方銀行に

求められる使命です。「地方創生」に向けた国際業務の挑戦は、

地域企業の稼ぐ力を引き出すことであり、そのための海外進出

支援機能の発揮と深化を目指します。

　お取引先の海外展開は多様化し、取り引きも年々活発になっ

ています。当行ではこれまでお取引先の海外展開ニーズやアイ

デアをキャッチし、営業店、海外拠点および本部が一体となって

サポートする体制を整えてきました。

　いままで蓄積してきた海外ビジネスのノウハウ、海外進出支

援の実績と支店の機動力を生かしてより深化したサービス提供

　お取引先への海外展開サポートメニューを拡充するため、地

方自治体や公的機関、民間企業との連携を強化しています。

　2016年度は、日本のODA実施機関で、海外96拠点を持つ独

立行政法人国際協力機構（JICA）と業務提携を、また、インター

ネットを活用した海外販路開拓や商談・貿易サポートを行うアリ

ババ株式会社とビジネスマッチングサービスを締結しました。

JICAとの業務提携

国際金融戦略の取り組み

非日系向け貸出の強化

金融仲介機能の発揮

 海外ローン市場へのチャレンジ

 外貨建預貸金の増強

情報仲介機能の発揮

 コンサルティング機能の強化

業務提携・ビジネスマッチングによる
海外進出サポート

コンサルティング業務（海外アドバイザリー）

海外拠点設立

M&A

拠点閉鎖

成長

実行

計画

安定・成熟

現地視察アレンジ
進出可否検討

計画立案アドバイス

商談会出展
ビジネスマッチング

SHIGA BANK REPORT 201736



市場運用戦略

収益最大化への挑戦
～総合力でリスクへ果敢にトライ～

運用の
多様化

リスク管理
態勢進化 人財育成 制度対応

事務効率化

トレーディング力
強化

収益
最大化

　「その他」の有価証券（外国証券＋投資信託等）の残高を積み

増すことにより、有価証券運用の多様化を進めると同時に、「債

券＋株式＋その他」の分散投資の効果により収益の最大化を目

指します。

　外貨建債券の残高積み上げに対応し、外貨調達の多様化を

図ることで、外貨流動性リスクをコントロールし、運用の多様化

をサポートしていきます。

　2017年1月に有価証券のフロント・ミドルシステムを更改。

バックシステムとのデータベース一元管理により事務の効率

化、規制・制度対応を図ります。

　激変する金融市場においてスピーディな市場対応ができる

行員および、多様化する顧客ニーズにしっかりと対応できる金

融市場に精通した行員を育成していきます。

　マイナス金利政策の状況下、各種投資資産でのトレーディン

グ力の強化を図り、キャリー（利息）、キャピタル（売却益）に加

え、デリバティブ取引（先物・オプション・金利スワップ等）を有効

に活用し、三位一体の収益構造により安定的な収益獲得を目指

します。

　マイナス金利政策で運用難が加速する状況下、運用の多様

化、分散投資をサポートするモニタリング態勢を強化します。

　かつてない低金利の環境下、将来の市場変化に備えた予兆

管理能力の向上を図り、市場の急激な変化に対応できるように

市場リスクをコントロールしていきます。

総合力でリスクに果敢にトライし、
収益最大化を目指します

収益最大化を支えるため、
リスク管理体制ならびに、
人財育成を進化させます 運用の多様化

 モニタリング態勢強化

 トレーディング力の強化

 予兆管理能力の向上

 外貨調達の多様化

 規制・制度対応、事務効率化

 人財育成

有価証券残高比率推移
～外国証券+投資信託等の残高を積み増しへ～

0

60

40

20

80

100

（%） 2016年度（実績）2015年度（実績） 2018年度（計画）

外国証券＋
投資信託等

株式

債券

個別運用方針

国内債券

外国証券

投資信託等

将来の金利上昇に備え、金利感応度を抑制
しつつ、アセットスワップ取引、オプション取
引、物価連動国債への投資等、さらなる運用
の多様化を進める。

外貨調達リスクをコントロールしたうえで、
海外金利動向を考慮しつつ、欧米を中心に
残高を積み増す。

投資対象資産の分散を図りつつ、内外金利
と相対的に相関が低い投資残高の積み増し
を行う。
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お客さまとのリレーション強化 筋肉質な体質

収益力 運用力 コンサルティング力

● 営業店オペレーション改革
● IT戦略
● ICT戦略

● 非対面チャネルの強化
● FinTech

課　題

取り組み

目指すべき姿

3.生産性向上への挑戦

当行では、ソフトバンクロボティクス株式会社が開発・提供する

ロボット「Pepper（ペッパー）」を接客係として採用しています。お

客さまとの新しい接客・コ

ミュニケーションの実施、ロ

ボット・AI（人工知能）を活用

したより良いサービスを提供

するため、一部の営業店で活

躍しています。

心をこめてお迎えします
「Pepper（ペッパー）」が店舗で活躍！

ネット決済・電子マネーチャージに対応

自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード for 滋賀銀

行」の提供開始から１年が経過。ダウンロード数は順調に増加して

います。

引き続き、FinTech事業領域における新たな金融サービスの

提供を目指した協業を検討していきます。

いつでもどこでも！便利な新機能
「マネーフォワード for 滋賀銀行」の
ダウンロード数が増加中

ブロックチェーン関連技術（分散台帳技術）を活用した新たな送

金・決済サービスの検討を進めるために、「内外為替一元化コン

ソーシアム」への参加を表明しました。

このコンソーシアムには当行含め56金融機関が参加していま

す。（2017年4月現在）

ブロックチェーン関連技術は、FinTechにおける革新的な中核

技術であり、金融機関システムの安定性向上や、柔軟で効率的な

システム構築の実現が期待されています。

ブロックチェーン技術の活用を検討
「内外為替一元化コンソーシアム」へ
の参加を表明

お客さまの多様化する決済ニーズに対応するために、当行口座

からオンライン決済の支払いや電子マネーへのチャージ（入金）が

できるようになりました。

これにより、お買い物代金を当行口座から即時に引き落とすこと

や、電子マネー等への即時入金が可能となります。

今後もお客さまのニーズが高い決済サービスを提供する企業

と提携し、お客さまの利便性向上に取り組んでいきます。

ご利用いただける収納機関

当行の口座を「ヤフオク」や「Yahoo!ショッピン
グ」の決済にご利用いただけるサービスです。

当行の口座から、電子マネー「LINE Pay」へ
チャージ（入金）することができるサービスです。

当行の口座から、電子マネー「楽天Edy」へ
チャージ（入金）することができるサービスです。

Yahoo!ウォレット
Yahoo!マネー

楽天Edy

LINE Pay
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　世の中を取り巻く経済環境やお客さまの動向（人口減少、高齢

化、コンビニやスマートフォンの利用増加など）が変化していく

なか、昨今ではICTの進展も著しく、営業店を取り巻く環境は大き

く変わろうとしています。

　ますます多様化するお客さまのニーズに応え、お客さまに合っ

たサービスを提供するため、これからの営業店に求められる機能

を的確に捉え、支える事務や設備・システムも時代に合ったもの

へと変えていく必要があります。

　このような背景のもと、現在、「オペレーション改革プロジェク

ト」を立ち上げ、抜本的な改革意識のもと、生産性の向上とお客さ

ま満足度（CS）／従業員満足度（ES）の向上に取り組んでいます。
　人口減少や少子高齢化、ネット社会の急速な進展、スマートフォ

ン等の利用増加などにより、既存店舗への来店客数が減少する

一方、インターネットバンキングやＡＴＭの利用が増加するなど、

お客さまが銀行の店舗チャネルに求めるニーズも大きく変化し

ています。

　そのようななか、当行はマーケット特性と時流に応じた店舗機

能の見直しを進め、各店舗の役割を明確化することで、お客さま

の利便性・サービスの向上に努めるとともに、営業態勢の強化・

経営資源の最適化を目指していきます。

　県内における店舗展開については、人口動態や地域の特性・成

長性を見極めながら、フルバンキング店舗から出張所・代理店な

どの機能特化型店舗への転換を図り、お客さまのニーズに応じた

営業態勢を構築することを通じて、さらなるサービスの向上を

図っていきます。

　県外における店舗展開については、1938年に京都支店、

1941年に大阪支店、1946年に東京支店を開設するなど、当行

は早くから「広域地銀」として営業展開をしてきました。

　近年の県外への新規出店については、新たな拠点を矢継ぎ早

に出店し、単なるボリューム拡大を目指すのではなく、「地縁・人

縁・情報を最大限に活用した営業活動により、一定のボリュームを

確保した後に、新しい店舗を構える『にじみ出し戦略』」を展開する

なか、中小企業を主なターゲットとした法人特化型店舗を新設し

てきました。

　今後につきましては、人口減少やＡＩ・ＩｏＴの技術革新などを背

景とした、人口動態や社会構造・経済構造の変化がさらに加速化

していくことが予想されるなか、ハードよりもソフトを重視した戦

略が必要であると考えています。多様化するお客さまのニーズに

お応えできるよう、ＦｉｎＴｅｃｈの積極的な活用による店舗のスマー

ト化やご来店いただかなくても手続きが完了するサービスの拡

充に努めていきます。

　2017年6月27日、本部組織の生産性向上の取り組みとして、

市場金融部と国際部を統合し、新たに「市場国際部」を設置しまし

た。当行がこれまで蓄積してきた市場運用と国際金融の知見を市

場国際部に集約することで、「マーケットに強い人財」の育成・能力

向上を図るとともに、積極的にリスクにチャレンジし、収益を獲得

できる組織を目指します。

　また、市場国際部が営業統轄部と協業することにより、法人

向けコンサルティング業務のワンストップ化を実現し、お取引

先の海外展開支援を含めた「総合提案力の強化」に注力してい

きます。

　非対面チャネルの重要性がますます高まるなか、2017年6

月27日、営業統轄部ダイレクトチャネルグループを「営業統轄

部ダイレクト営業室」に変更し、「コールセンターによるダイレク

ト営業の強化」を図ることにより、お客さまの利便性向上を目指

していきます。

営業店改革

 市場国際部

 営業統轄部ダイレクト営業室

本部組織改革

店舗戦略

　これまで一部の当行連結子会社においては、当行グループ以

外の企業にも株式を保有いただいていましたが、グループ外企

業からの株式買い取りを進めることで、連結子会社の100％子会

社化を実施しました。

　引き続き、当行グループの意思決定の迅速化およびガバナン

スの強化を図るとともに、グループ内の連携強化を通じて、より

一層当行グループが一体となった総合金融サービスを提供して

いきます。

関連会社改革
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ICT戦略の基本方針

お客さまの
利便性・満足度向上

業務の
生産性向上

安心・安全な
ICTサービス提供

ICTの活用

金融サービスの充実

業務の効率化とリスクコントロール

戦略的経営施策を実現できるシステムづくり

　スマートフォンの急速な普及により、いつでも、どこからでも、よ

り早く、より簡単に多くのサービスが受けられるようになってきて

います。また今後、通信速度の向上やAIの活用など，ICTは加速

度的に発展することが予想されます。

　金融業界においても、ICTの発展を受け、FinTechへの取り組

みにより新たな金融サービスの開発が始まっています。

　こうした状況のなか、銀行がICTを活用し、お客さまのニーズに

対応する新たなサービスを提供することや従来の業務の生産性

を引き上げることは、これまで以上に重要な経営課題となってき

ています。

　一方で、銀行のコンピュータシステムは、重要な社会インフラ

の一つであり、安全・確実な金融サービスを提供するため、堅牢な

ＩＣＴ基盤が求められます。

　このような「先取」と「堅実」、双方の観点から、当行はＩＣＴ戦略を

経営戦略の中枢の一つと位置づけ、 ①ICTの活用でお客さまの

利便性向上や満足度向上に貢献していくこと  ②業務の生産性

を向上させること  ③安心・安全なICTサービスの提供に取り組

むことをICT戦略の基本方針としています。

ICT戦略 　ICT戦略の基本方針に沿って、 ①お客さまのニーズに的確に

応える「金融サービスの充実」  ②さらなる「業務の効率化とリス

クコントロール」  ③柔軟で拡張性のある「戦略的経営施策を実

現できるシステムづくり」を目指し、ICT活用の取り組みを積極的

に進め、より一層のお客さま熟知とともに、付加価値のあるサー

ビス提供に努めます。

 

 

 

 

  

 

お
客
さ
ま
に
ご
提
供
す
る
Ｉ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

お
客
さ
ま
の
ニ
ー
ズ
を
起
点
と
し
た
営
業
活
動

安心・安全なＩＣＴサービスの提供

ＩＣＴを活用し、お客さまの利便性向上・満足度向上に貢献

インターネット
バンキング

ATMなど

勘定系システム
情報系システム

情報の活用情報の集約

災害時相互
バックアップ

各種業務システム群

SUCCESS
システム

メイン
フレーム基盤

西日本正センター

メインフレーム基盤

東日本副センター 事務棟

オープン基盤

オープン基盤

勘定系システム

情報の集約
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強靭な経営基盤
構築への挑戦

4
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銀行が業務を行ううえで直面するリスクは、従来にもまして

複雑化、多様化しています。

当行では、「地域社会が健全であるためには、滋賀銀行が健全

でなければならない」というポリシーのもと、「勘や経験」に頼らな

い「合理的な尺度」を持って、リスクを正確に把握しコントロール

するために、「内部格付制度」や「統合的なリスク管理態勢」を構築

しています。

また、持続的な収益機会を追求するため、経営戦略と一体と

なったリスク管理を行う「リスク・アペタイト・フレームワーク」を

導入しています。

引き続き、これまでの取り組みを発展させ、自己責任原則をふ

まえたリスク管理能力の向上を図っていきます。

基本的な考え方

リスク・アペタイト・フレームワークとは、経営戦略や財務計画

を達成するために、進んで引き受けようとするリスクの種類と水

準を明確化し、それを共有・モニタリングするための経営管理や

リスク管理の枠組みのことをいいます。

財務計画の策定にあたっては、まず現状分析とリスク・プロファ

イルからリスク・テイク方針を導き出し、営業部門や市場部門の

戦略が整合的であることを確認します。その戦略に対して各種シ

ミュレーションを行い、目標とする収益・リスク指標などを設定し

ます。またストレス・テストにより相当のストレス下においても一

定の健全性を保つことができる計画であることを確認したうえで

資本配賦を行い、「収益・リスク・資本」のバランスを考慮していま

す。ストレス・テストは戦略が功を奏しなかった場合の対応策を導

き出すためにも利用しています。

策定した財務計画についてはモニタリングを行い、半年ごとに

リスク・テイク方針や財務計画の見直しを検討しています。これに

より「現状分析、リスク・プロファイル」→「リスク・テイク方針」→

「戦略」→「財務計画」の関連を明確化し、金融環境の変化に即応

した、積極的なリスク・テイクと適切なリスク管理、戦略を達成す

るためのPDCAサイクルを有効に機能させています。

リスク・アペタイト・フレームワーク

強靭な経営基盤

● コーポレート・ガバナンスの充実
● リスク管理体制の充実
● コンプライアンス

● BCP
● 人財育成

変化する環境への対応課　題

取り組み

目指すべき姿

4.強靭な経営基盤構築への挑戦

モニタリング・PDCAサイクル

リスク・テイク方針
積極的にテイクするリスク、抑制するリスクの明確化

財務計画

現状分析
収益性・効率性等

リスク・プロファイル

財務計画の策定プロセス

ストレス・
テスト

資本配賦

シミュレーション
収益・リスク指標

見直し

資本配賦用語解説
銀行が抱えるさまざまなリスクをVaR 等で計量化し、
リスク量に見合う資本（経済資本）を、自己資本の範囲
内でリスクの種類別、部門別等に割り当てるものです。
当行では、営業部門、市場部門を資本配賦の対象とし
ています。

戦略
リスク・テイク方針との

整合性確保

〈営業部門〉
〈市場部門〉

リスク許容水準
（バーゼル規制等）

ストレス・テストによる
リスク指標の水準確認
リスク制御方法の検討

リスク・コントロール
〈営業部門〉
〈市場部門〉
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リスク管理体制の概要
　当行では、取締役会において「リスク管理規程」を定め、管理す

べきリスクの種類を特定し、各リスク所管部の役割と責任を明確

化するとともに、リスクの管理方法について規定しています。

　加えて、戦略目標やリスクの状況に照らし、リスク・アペタイト

を明確にしたうえで、半期ごとに「リスク管理方針」を取締役会で

制定しています。

　これらのリスクやリターンの状況については、ALM委員会、常

務会、取締役会へ報告するなど、適切な運営を行っています。

統合的リスク管理
　統合的リスク管理とは、各種リスクを総体的に捉え、金融機関

の経営体力である自己資本と対比、検証することにより、適切に

リスク管理を行うことをいいます。

　当行ではこうした考え方に基づき、経営管理部がすべてのリス

クを一元的に把握・管理する体制をとっており、自己資本比率の

算定に含まれていない与信集中リスクや、銀行勘定の金利リスク

についても、これを定量的に把握・管理しています。

　オペレーショナル・リスクや風評リスクなど、統計的手法による

リスク量を計測していないリスクについては、その発生頻度や影

響額の抑制に努めています。

　また、統合的リスク管理方法のうち、各種リスクをVaR等の統

一的な尺度で計測・管理する統合リスク管理体制を構築してい

ます。

　当行では、バーゼルⅢベースの自己資本に基づき資本配賦を

実施し、①規制資本ベース（自己資本比率規制上の所要自己資

本）および②経済資本ベース（VaR等により算出したリスク量）の

両面でリスクを自己資本の範囲内にコントロールしています。

　加えて、③有価証券等の価格変動リスクを一定の範囲内にコン

トロールすることにより、資本配賦制度を適切に補完する体制を

構築しています。

VaR（バリュー・アット・リスク）
VaRとは、一定期間（例えば1年）に被る可能性のある
損失額を統計的手法で計測したものをいいます。当
行では、信頼区間99%、保有期間1年を用いて計測し
たリスク量を内部管理において使用しています。

用語解説

取締役会

ALM委員会

監査役会・監査役

内部監査報告会

監査役室

流動性
リスク

審査部

営業店・本部

リスク
統轄部署
リスク
管理部署

リスク
カテゴリー

リスク
所管部署

常務会

経営管理部

業務統轄部

オペレーショナル・リスク

市場国際部

信用
リスク

市場
リスク

システム部 経営管理部 総務部 総合企画部業務統轄部

システム・リスク 法務リスク 有形資産リスク事務リスク

風評
リスク

人事部

人的リスク

監
査
部（
内
部
監
査
部
署
）

リスク管理体制

SHIGA BANK REPORT 201744



信用リスク管理体制
　信用リスクとは、お取引先の財務状況の悪化などにより、当行

が損失を受けるリスクをいいます。

　当行は、信用リスクをそのリスクの大きさや範囲から最も重要

性を持つリスクとして認識し、「自分の城は自分で守る」という自

己責任原則に基づき、リスクの大宗を占める信用リスクの管理体

制を確立し合理的なものさしを持ってリスクをコントロールして

いくことが、地域社会との「共存共栄」の追求に不可欠であると考

えています。

　そのためにまず、1998年12月に当行独自の「企業格付制度」

を導入し、2007年3月期からは「FIRB（基礎的内部格付手法）」を

採用しました。

FIRB（基礎的内部格付手法）を選択した理由
当行は、「自己責任原則による独自経営を貫く」との信念のもと、1998年12月にお客さまと当行が企業価値向上に向けて取り組む

ための合理的なコミュニケーション・ツールとして、独自の「企業格付制度」を導入し、以来、運営と改善を重ね、信用リスク管理の高度
化と自己資本の充実に努めてきました。
当行は、FIRBを、究極は地域社会との「共存共栄」を追求するためのツールであるとの信念に基づき、堅固な内部格付制度を構築す

ることが「自己責任」経営を貫徹するために必要不可欠と認識し、さらなるリスク管理の高度化に挑戦しています。
こうした観点から、当行は、2007年3月のバーゼルⅡ導入に際し、自己責任原則に基づく「内部格付手法」を選択し、「信用度を基軸と

した」業務運営や格付制度の運営に積極的に取り組んでおり、より一層地域社会の発展に多面的に貢献していきたいと考えています。

経営基盤強化 課題の認識
解決策検討

財務内容良化 企業価値向上

お客さま 当  行

格付制度
レベルアップ

リスクテイク
能力向上

企業価値向上

適切なリスク評価

安定的な資金供給地域経済の活性化

合理的なコミュニケーション・ツール
として格付を開示

共存共栄

格   付

地域社会の発展

格付制度の意義と目的

　企業格付は、お取引先の決算書などに基づき、統計的な格付

モデルを用いた財務分析（定量評価）を実施し、当行独自の審査

ノウハウによる定性評価を加味して、企業実態をふまえ決定し

ています。

　この企業格付制度に基づき、当行とお取引先とをつなぐ合理

的なコミュニケーション・ツールとして、お取引先に格付を開示

する「しがぎん格付コミュニケーション・サービス」および「しが

ぎん格付シミュレーション・サービス」を実施し、お取引先が抱え

ておられる課題やリスクを互いに認識して、お取引先の経営基

盤強化に向けた提案や経営改善計画策定支援に努めています。

　お取引先の財務内容などの変化は、格付制度を通じて、当行の

信用リスクの変化として反映されます。当行では、信用リスク管理

を、より的確に実施するため、単に信用リスク量の計測結果を分

析するのではなく、お取引先に生じているリスクを常に意識して、

信用リスク管理を実施しています。

　近年、経済と金融資本市場の世界規模での連関が高まっており、

当行では、グローバルベースでの複数の経済シナリオを作成し、地

域経済やお取引先への影響度を予測しています。具体的には、複

数の経済シナリオ下でのお取引先の売上高の増減率を予測し、お

取引先ごとの財務インパクトを試算しその格付変化を予想して、銀

行全体の信用リスクや自己資本比率の状況を管理しています。

 企業格付制度の概要

 信用リスク管理の概要
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　こうした取り組みを通じ、新たな価値の創出と共有を目指し、地

域社会との「共存共栄」に資する合理的なリスクコントロールによ

る信用リスク管理体制の確立に努めるとともに、リスクに対する

適正なリターンを確保するため、信用リスクに応じたプライシング

（貸出金利の設定）に積極的に取り組んでいます。

市場リスク管理体制
　市場リスクとは、金利・有価証券等の価格・為替等のさまざま

な市場のリスクファクターの変動により、保有する資産・負債の

価値が変動することで損失を被るリスクをいいます。

　当行は、市場リスクを、業務運営を行っていくうえで、市場変動

に伴う不確実性により予想外のリスクをもたらす可能性があるこ

と、またその性質上、迅速な対応を必要とすることを十分認識し、

リスクを一定の範囲内に制御したうえで、安定的な収益確保を

図っています。

　銀行全体の市場リスクについては、預金、貸出金、有価証券等

のすべての資産・負債について、半期ごとに財務計画を見直し、

期待する収益とリスクのバランスを考慮したうえで資産配分を行

うとともに、「銀行勘定の金利リスク」（アウトライヤー基準）に基

づき、金利リスク量をコントロールしています。また、リスク計測

方法は、保有するポジションの種類・規模・特性を勘案し、VaRや

感応度指標（デュレーション、BPV）等を用い、複合的に管理して

います。なお、「銀行勘定の金利リスク」については、国際的な基

準の見直しをふまえ、リスク管理体制の整備に努めています。

　有価証券等の価格変動によりもたらされる市場リスクについ

ては、その相場変動による損失によっても、銀行経営に大きな影

響を与えないように、リスク許容額等、各種限度額を設定してい

ます。具体的には、VaR等のリスク量計測手法等により限度額を

設定したものについては、そのリスク量が適切に把握されている

流動性リスク管理体制
　流動性リスクとは、必要な資金を確保できず、資金繰りに支

障をきたしたり、市場の混乱などにより通常より著しく不利な価

格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをい

います。 

　当行では、流動性リスクを銀行の根源的なリスクと認識し、正

確な資金繰りの把握および安定的な調達・運用に努めるととも

に、市場の流動性を十分に注視した厳格なリスク管理を行うこと

を基本方針としています。

　また、市場国際部が資金繰り管理部門として、金融環境や資金

化が可能な流動資産残高、予想される資金流出額などの資金繰

りの状況および資金繰りに影響を及ぼすと予想される事象を日

次で把握、管理しています。加えて、リスク統轄部署である経営管

理部が日次で資金繰り管理部門の管理状況をモニタリングする

とともに、定期的に資金繰りの状況等についてALM委員会に報

告するなど、適切な流動性リスク管理に努めています。

　なお、2015年3月末から導入された流動性に係る健全性を判

断するための基準である「流動性カバレッジ比率規制」について

も適切に対応しています。

かを検証することを目的とし、バック・テスティングを行いその検

証結果についてＡＬＭ委員会に報告しています。

　組織面においては、「取引執行部門（フロント･オフィス）」と「事

務処理部門（バック・オフィス）」、「リスク管理部門（ミドル・オフィ

ス）」を分離し、相互牽制体制を確立するとともに、内部監査部署

である監査部が、関連規程や業務運営計画等の遵守状況につい

て監査を行い、監査結果について、頭取および担当役員等で構

成する内部監査報告会ならびに取締役会に報告する体制として

います。
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オペレーショナル・リスク管理体制
　オペレーショナル・リスクとは、銀行の業務上の事故やシステ

ムの不備、また地震や災害などの外的要因により、当行が損失を

被るリスクをいいます。

　当行では、「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定し、オペ

レーショナル・リスクを、 ①事務リスク  ②システム・リスク  ③法

務リスク  ④有形資産リスク  ⑤人的リスクの5つに分け、業務統

轄部において一元的に管理しています。

　事務リスクとは、不正・不祥事件、事務上の事故、事務管理体制

の不備や役職員が正確な事務を怠ること等により当行が損失を

被る、あるいは当行の信用が失墜するリスクをいいます。

　当行では、堅確な事務が信用の基本であること、ならびに情報

管理の重要性を深く認識し、事務リスクの軽減や事故・不正をな

くすため、人材育成、組織強化、規程・マニュアル類の整備、遵守

を心がけることはもちろん、日頃の事務指導や研修体制の強化

にも取り組み、事務品質の向上と牽制・検証機能の強化に努めて

います。

　当行では、自己資本比率規制に準拠したリスク管理体制を構

築し、行内で定期的にRCSA（リスクとコントロールの自己評価）※

を実施。自主的にリスクの洗い出し・評価を行っています。

　また、さらなるリスク管理の高度化に向け、リスクの制御、移

転、回避をして、リスク管理の実効性を高めるPDCAサイクルを

確立するため、オペレーショナル・リスク情報（事故データ等）の

収集・分析を行っています。

　なお、自己資本比率規制のオペレーショナル・リスク相当額の

算出には、「粗利益配分手法」を採用しています。

　システム・リスクとは、コンピュータシステムのダウン、誤作

動、不備、あるいはコンピュータシステムが不正使用されること

などにより、お客さまや銀行が損失を被るリスクをいいます。

　当行では、震災時でもシステムセンター機能が維持できる免

震構造で、かつ最大72時間の自家発電能力のある事務棟とと

もに、東西で最新機能を備え相互バックアップが可能なデータ

※RCSA（リスクとコントロールの自己評価）とは…Risk & Control Self-Assessmentの
略。あらゆる業務プロセス、システムおよび有形資産等に内在するリスクを特定し、管理を
行ってもなお残存するリスクを評価・把握したうえで、必要な削減策を策定し実行していく
自律的なリスク管理の手法。

風評リスク管理体制
　風評リスクとは、種々の異常事態の発生時に起因する風評や

噂により、当行の信用が毀損され、有形・無形の不測の損失を被

るリスクをいいます。

　当行では、「風評リスク管理規程」を定め、風評の原因となる

異常事態発生等の未然防止に努めています。

 事務リスク管理

 システム・リスク管理

 RCSAの実践

センターを利用しています。また、情報漏洩を防ぐための不正

アクセス対策やウイルス侵入対策など、想定されるシステム・リ

スクに対する各種の安全対策を実施し、システムの安定稼働と

情報保護に取り組んでいます。

　さらに万一の事故や大規模災害に対しても、コンティンジェ

ンシープランを策定し、万全を期しています。
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　経営管理部「法務室」を中心に、法令等遵守や適正な銀行経営

を継続する体制づくりとともに、社会からのご期待にそえる高い

意識と倫理観を有する行員の育成に取り組んでいます。
　コンプライアンス経営を促進するため、業務上の法令・ルール

違反を発見したり、上司や同僚に相談できない悩みを抱えた場

合の相談窓口として、24時間受付可能な「コンプライアンスヘ

ルプライン」を設置しています。

　また、役職員が業務外で法律問題に直面したときに早期解決

できるよう、「弁護士相談制度」を併設しています。

　経営理念である「CSR憲章」に基づき「滋賀銀行の行動規範」を

定めています。これらを遂行し、法令等遵守を徹底するために専

務取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」が中心とな

り、半年ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定するとと

もに、実践に努めています。

　具体的には、設定したテーマに沿って各部店で研修を実施、そ

の理解度を本部でモニタリングしています。理解が不十分と判

断した部店では、再徹底を図るなど、「PDCAサイクル」を継続的

に実施しています。

　2017年度は、当行のコンプライアンス体系とハラスメントの

防止をテーマとして、研修を実施します。

　なお、従来の講義型の研修に代えて、ディスカッションを中心と

した参加型の研修を取り入れています。
「内部通報制度」の啓発ポスター

コンプライアンス（法令等遵守）の取り組み

コンプライアンス態勢

役職員による内部通報窓口を設置

頭　取

業務統轄部

お客さま相談室

経営管理部

新商品･新サービスの
リーガルチェック

営業統轄部

コンプライアンス委員会
（事務局：経営管理部）

コンプライアンス・プログラム

（営業店・本部各部）

経営管理部 法務室

取締役会

付議･報告 付議･報告

内部監査報告会

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン

（
役
職
員
に
よ
る
通
報
制
度
）

監
査
・
指
導

監査役･監査役会

監査役室

監査部

人事部

コンプライアンスオフィサー

コンプライアンス体制図
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　「事業継続」とは、地震等による大規模災害や新型インフルエ

ンザ等感染症の大流行により被害を受けても、重要な事業を中

断させず、また中断しても可能な限り早期に復旧させることで

す。銀行は公共性の高さから、銀行法において「業務の継続」が

求められています。

　当行では「事業継続」をCSR（企業の社会的責任）の観点からも

重要な経営課題の一つと認識し、危機的事態の発生時において

も業務を円滑に継続・遂行する体制を構築しています。

　大地震などの災害発生時においても、金融機関の役割を果た

し、お客さまの生活や地域の経済活動、また、決済機能を維持す

るため、行内インフラの整備など対策を講じています。

　大地震の発生を想定した「事業継続計画（BCP）」を2007年3

月に、また、新型インフルエンザの流行を想定した「事業継続計画

〈感染症対策用〉」を2009年12月にそれぞれ制定しています。

　これらの「事業継続計画」に基づき、東日本大震災をふまえ災

害発生時の初動対応を明確化するための「地震災害時初動対応

マニュアル」や「原子力施設事故発生時初動対応マニュアル」を

策定した他、危機管理や防災等に関する規程、マニュアル・手順

書を整備しています。

　また、役職員への実効性の確保・向上に努めており、「危機対

策本部」の初動対応や意思決定の訓練を実施するなど、年間ス

ケジュールに基づき、訓練や教育を実施しています。

　さらに専務取締役を委員長とする「BCP委員会」を定期的に

開催し、行内体制の継続的な見直しと、行内の周知徹底に努め

ています。

危機対策本部訓練

　事業継続の根幹となるのが、オンラインシステムの機能維持

です。震災時でもシステムセンター機能が維持できる免震構造

で、かつ最大72時間の自家発電能力がある「事務棟」とともに、

東日本、西日本の２ヵ所で最新機能を備え相互バックアップが可

能な「データセンター」を利用しています。

　全役職員およびご来店のお客さま用の防災ヘルメット、常備

灯、断水に備えた非常用トイ

レ、給水袋をはじめとして、非

常食、飲料水を全店に配備して

います。また都市圏の支店に

おいては、帰宅困難時用として

非常食、飲料水の充実を図っ

ています。

　2015年9月、近畿2府4県に本店を置く地方銀行7行（滋賀銀

行、京都銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀

行、但馬銀行）で大規模災害が発生した場合に、金融機能の維持

または早期復旧を図ることを目的とした相互支援に関する協定

書を締結しています。

　店舗設備の耐震診断や耐震補強を行うとともに、重要拠点と

なる店舗や店舗の新築時には「非常用発電装置」を設置してい

ます。

災害備蓄品

事業継続計画：BCP（Business Continuity Plan）
企業が自然災害・大火災等の緊急事態に遭ったとき、事
業資産の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継
続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行
うべき活動や緊急時における事業継続のための方法・
手段などを取り決めておく計画のこと。

用語解説

円滑な事業継続にむけて（BCP）

事業継続 災害対策について

「事業継続計画」の
実効的な運用に向けて

 オンラインシステムの機能維持

 店舗機能の維持

 災害備蓄品の配備

 「大規模災害時の相互支援に関する協定書」締結
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課　題

取り組み

目指すべき姿

5. 戦略的CSRへの挑戦

CSR私募債「つながり」

ＣＳＲ私募債「つながり」は、次世代を担う子どもたちの健全な育

成と、地域社会との「つながり」を応援するため、当行が私募債発

行金額の0.2％相当額を拠出し、「子どもたちの学びや成長を応援

する物品」を学校等へ寄贈する商品です。

2014年、近畿の地方銀行で初めて「CSR私募債」の取り扱いを

開始してから約３年。これまでの私募債発行総額は２０３億円、発行

件数は２３０件と大変多くの企業さまのご賛同をいただき、小中学

校など182先に総額3,032万円相当の品々を寄贈いたしました。

CSR私募債を通じて、全生徒が使える本箱をいただきました。この贈呈を受けて、私は物を大切にすると
はどういうことか考えさせられました。いただいた物を単なる「物」として扱うのではなく、たくさんの人の思
いを想像して使う。これが、物を大切にするということなのだと感じました。物を大切にしようという心を持
つことによって、こうして今、学校生活を気持ちよく送ることができているのだと思います。
私たちの将来に期待をよせて支援をしてくださる人がいることに感謝し、置かれた場所で一生懸命頑張

ることが、一番の恩返しだと信じて、学校生活を送っていきます。そして、後輩に引きついでいきます。本当
にありがとうございました。

近江商人の商人道徳「三方よし（売り手良し、買い手良し、世間

良し）」。CSR私募債は、この「三方よし」に「地元企業よし」を加え

た「四方よし」を実現することで、地域社会との共存共栄を目指し

ています。

当行は、これからも様々な金融商品を通じて、地域社会の発展

と明るい未来を願う皆さまの想いをカタチにして、よりよい社会

の実現に貢献していきます。

CSR私募債導入による発行企業さまのメリット

● 学校教育を通じた社会貢献につながります。

● CSRに対する取り組み姿勢を広くアピールできます。

● 優良企業であることの証明、企業イメージの向上につながります。

「将来に期待をよせてくれる人がいることに感謝」

守山市立守山中学校 生徒会長  濵中 爽楽

【売り手】 滋賀銀行
　　→資金ニーズの発掘
【買い手】 発行企業
　　→地元への社会貢献、優良企業の証明、イメージ向上
【世　間】 学校・子どもたち
　　→学びや成長を応援する物品の贈呈
【 ＋ α 】 地元企業
　　→地域経済活性化（地元企業で寄贈品を購入）

CSR 私募債の仕組み

発行企業

CSR私募債発行

贈呈

学校

滋賀銀行

発行金額の 0.2％相当額の
寄贈品を滋賀銀行が寄付

※2017年5月末時点

『役職員』との共存共栄

少子高齢化・人口減少社会

『地域社会』との共存共栄

地域活性化

「金融仲介機能のベンチ
マーク」に対応する項目

四方よし
滋賀銀行よし

売り手

学校・子どもたちよし

世間

発行企業よし

買い手

地元企業よし

+α

地域社会との“四方よし”

子どもたちの未来を想い、つながる社会へ

私募債発行総額 203億円

CSR私募債による贈呈を受けて

● 地方銀行ならではの、コミュティー
　を活用
● 地域振興、ボランティア、福祉、青少
　年育成

● ポジティブ・アクション
● ワーク・ライフ・バランス
● 高齢者雇用　● 障がい者雇用
● 「人財」育成

『地球環境』との共存共栄

地球温暖化防止・生物多様性保全

● 本業に環境を組み込み展開する
　「環境経営」
● 環境対応型商品・サービス
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共有価値の創造
CSR憲章

戦略的CSRへの挑戦 
～NEXT STAGE～

・環境金融の深化
・社会的課題解決（少子高齢化・人口
減少など）
・地域資源発掘支援（観光・特産品・文化）
・ネットワーク・連携強化（産学官・NPO）

「エコオフィスづくり」
・温室効果ガス排出量削減
・環境配慮型店舗・設備、省資源化
・業務の効率化・リスク低減
 （ISO14001）

・コンプライアンス､BCP､サプライ
チェーン
・人財育成､女性活躍､ワーク･ライフ･
バランス
・環境ボランティア活動､地域との対話

・CSR私募債「つながり」：
　　　　　　　四方よしの実現〈P51〉
・CSR医療機関債「はぐくみ」：
　　　　　　　医療機関への支援
・GAP認証サポート：
　　　　　　　環境保全〈P55〉
　　　　　　　食の安全
　　　　　　　農業育成支援
・JICA債購入（ESG投資）
・クラウドファンディング：
　　　　　　　地方創生〈P26〉
・滋賀大学と業務連携：
　　　　　　　地域課題解決
・多言語発信「QRコード」：
　　　　　　　訪日外国人サポート

・ISO14001規程2015年度版への移行：
　　　　　　　本業の業務改善
・事務センター改修工事：
　　　　　　　CO2削減
　　　　　　　電力削減実績
　　　　　　　業務効率化
・カーボンニュートラル店舗：
　　　　　　　CO2削減〈P.55〉
・紙資源削減
・環境コスト管理・環境会計

・働き方改革：　女性活躍の推進〈P.57〉
・環境ボランティア活動：　
　　　　　　　環境意識向上〈P.55〉
・コンプライアンスへの取り組み
・福祉：　　　  助成金贈呈〈P.56〉
・人権啓発
・BCP対策

戦略

実績

目指すべき姿

課題

地球環境との
共存共栄

役職員との
共存共栄

地域社会との
共存共栄

SDGs

社会的な課題
人口減少・高齢化・地球温暖化
生物多様性・地域活性化

ISO26000
（7つの中核主題）

第6次中期経営計画
事業環境・リスク・経営資本

戦略
1

戦略
2

戦略
3

本業を通じた
社会的課題の解決

業務における
環境課題の解決

本業を支える
CSR基盤の強化

社会的課題の解決

持続可能な社会

①本業を通じた社会的課題解決への戦略
②本業プロセスにおける環境・社会への配慮
③非財務情報の発信

戦略的CSR（NEXT STAGE）
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CSR活動の中長期的計画や毎年度の取組内容を組織横断的

に協議するため、頭取を委員長とする「CSR委員会」を実施して

います。

CSR基盤 外部コミュニケーション

1.省資源・省エネルギー活動

2.金融サービスを通じた環境保全

3.環境関連法規等の順守

4.全員参加と啓発

5.環境方針の公開

CSR推進態勢 エコ・ファースト企業に認定

滋賀銀行は、「未来からの預かりもの」である琵琶湖を擁す

る滋賀県の地元銀行として、「環境金融」の更なる充実によ

り、持続可能な社会づくりに貢献するとの使命を再認識し、

「お金の流れで地球環境を守る」との気概で、「地球温暖化防

止」ならびに「生物多様性保存」に向けた取り組みの実現に努

めてまいります。

環境方針（1999年10月制定・2010年4月改定）

1.役職員自らが生物多様性保全の活動を展開

2.地域の皆さまとの連携によるネットワークづくり

3.環境対応型金融商品・サービスの充実

滋賀銀行は、多彩ないのちを育む世界有数の古代湖・琵琶

湖畔に本拠を置く企業の社会的使命として、経営に環境を取

り込んだ「環境経営」を実践し、地域の皆さまとともに「地球

の恵み」である生物多様性の保全、さらには持続可能な社会

の実現に努めてまいります。

生物多様性保全方針(2010年8月制定)

環境マネジメント組織図

頭取

CSR委員会

内部監査チーム

商品担当アドバイザー
法務担当アドバイザー環境管理責任者

各部室 関連会社

ISO事務局

2008年7月､金融業界で初めて「エコ・ファーストの約束」を環

境大臣に提出し､「エコ・ファースト企業」に認定。環境トップラン

ナーとして､挑戦的な目標を掲げるとともに､約束の達成に向けた

取り組みを進めていきます。

また、関西に本社を置く､｢エコ・ファースト企

業｣10社のCSR･環境担当者で｢エコ・ファースト

in関西｣として協働して活動を展開しています。

国連環境計画（UNEP）が提唱する｢環境と持続

可能な発展に関する金融機関声明｣に2001年､

市中銀行で初めて署名しています。

UNEP金融機関声明に署名

2000年にISO14001を認証取得してから18

年間、滋賀銀行独自の環境マネジメントシステム

を運用しています。2016年度には、2015年度

版への移行を完了。EMSを事業プロセスに統

合、より一層本業の業務効率化を進めています。

ISO14001の取り組み

　小さな親切運動滋賀県本部として、地域の環

境保全活動や車いす寄贈活動を行い、地域社会

へ貢献しています。

｢小さな親切運動｣の一員として

英国の新聞フィナンシャル・タイム

ズとロ ンドン証券取引所の合弁会社

FTSE社の｢FTSE4Good Global Index｣

の構成銘柄に14年連続で選ばれました。

SRIファンドの構成銘柄に選定

2011年10月に策定された｢持続可能な社会の形成に向けた

金融行動原則(21世紀金融行

動原則)｣に署名しています。

21世紀金融行動原則に署名

「滋賀からグリーン経済を作る」

をビジョンに掲げる滋賀グリーン購

入ネットワークへ加入しています。

滋賀グリーン購入ネットワーク会員として
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琵琶湖畔に本拠を置く企業の社会的使命として、経営に環境を取り込んだ「環境経営」を主軸としたCSRを追及し、
地球温暖化防止や生物多様性保全、さらには持続可能な社会の実現に努めています。

当行は、「環境経営」を、ストーリー性を持たせたサイクルとし

て運用しています。

「環境経営」のサイクル
当行は、琵琶湖をはじめとする地球環境保全を目的に「しがぎ

ん琵琶湖原則（PLB＝Principles  for  Lake  Biwa）」を独自に

策定し、お取引先に賛同を呼びかけています。

さらに、ご賛同をいただいたお取引先には、当行が独自の評価

基準により「環境格付（PLB格付）」を実施。環境経営に対する気

づきのツールとしてご活用いただいています。

そして、実際に環境保全に役立つ製品・サービスの開発や省エ

ネ設備などを導入されている場合には、「琵琶湖原則支援資金

（PLB資金）」によってご融資。環境格付の取り組み度合に応じて

最大で金利を年0.5％引き下げします。

独自の環境格付（PLB）

当行の「企業格付」では「環境配慮評価項目」を設けて、環境保

全への取り組みを格付に反映しています。

環境対応型金融商品・サービスの開発、提供等、「金融」の役割

を通じて持続可能な社会づくりに取り組んでいます。

環境配慮を評価する企業格付

｢カーボンニュートラルローン　未来よし｣は､自然エネルギーの

導入を促進し､琵琶湖の環境と生態系を取り戻すことを目的とす

るサービスです。

金融サービスで環境保全、生物多様性保全

環境省が実施する「環境配慮型融資促進利子補給事業」の取

扱金融機関に選定されています。

利子補給制度の活用

しがぎん琵琶湖原則（PLB）の3原則
① 環境保全に役立つ生産・販売・サービス基準を策定します。

② 環境配慮行動とビジネスチャンスの両立を目指します。

③ 環境リスクを軽減し、持続可能な地域社会を実現します。

ご融資

資金提供
（2007～2016年度 総額1,470万円）

再生可能エネルギー
の普及拡大

公益財団法人
滋賀県水産振興協会

適用金利より
0.1%金利引き下げ

お客さまの
CO2排出削減
量を金額換算

滋賀銀行 お客さま

ニゴロブナ・ワタカの
保護・育成・放流事業
（放流の一部は、当行の
ボランティア活動としても実施）

● 琵琶湖の生物多様性保全
　（琵琶湖の固有種で絶滅危惧種のニゴロブナ・ワタカを守る）
● 琵琶湖の環境保全（ワタカは水草を食べ、異常繁茂を防止）
● 湖国の食文化の保全（二ゴロブナは「ふなずし」の原料）

「環境金融」

企業格付制度

法
人
・
事
業
者

取
引
方
針
マ
ト
リ
ッ
ク
ス

取
引
方
針

格
付
の
開
示
を
通
じ
た
要
改
善
点
、課
題
の
共
有
化

企
業
価
値
の
向
上
に
向
け
た
提
案
活
動

自
己
査
定

取引評価
● 取引採算
● 保全度
● 親密度
● 環境配慮

信用格付
定性評価
● 業界動向
● 事業基盤
● 環境配慮 など

定量評価
● 収益性
● 安全性
● 成長性 など

しがぎんCSR憲章
（2007年）当行の企業理念

しがぎん琵琶湖原則（PLB）賛同書（2005年）〈10,826件〉

PLB資金 PLB格付80
（環境省利子補給用） CSR私募債

PLB格付〈10,434件〉 PLB格付BD〈5,569件〉
（2009年）

環境方針（1999年10月） 生物多様性保全方針（2010年8月）

SDGs
国連環境開発会議・地球サミット（1992年6月）

地球環境保全のための「両輪」の条約策定

気候変動枠組条約 生物多様性条約

地球環境との共存共栄 ～環境経営～

※2017年5月末時点

「環境経営」
サイクル

環境金融
エコオフィス
づくり

環境
ボランティア
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「滋賀銀行環境方針のもと、省資源・省エネルギー活動を積

極的に進めています。

地球がもたらす豊かな恵みを将来世代に引き継ぐため、環境

および生物多様性の保全に取り組んでいます。

エコオフィスづくり 環境ボランティア

琵琶湖の水質を守り、魚の産卵場所となるヨシ群落を守り・育

て、琵琶湖の固有種で絶滅危惧種のニゴロブナ・ワタカを保護・

育成・放流し、侵略外来魚を駆除するなど､滋賀県ならではの

“いきものがたり”活動を展開しています。

ストーリー性のある“いきものがたり”活動節電対策

2011年よりエコ通勤優良事業所の認証を取得。一人ひとりの

エコ通勤への意識を高め、環境負荷の少ない電車やバス､自転車､

徒歩などへの転換を図っています。

また、社団法人滋賀県バス協会が取り組んでいる「ワンコインエ

コパス」制度を役職員へ推奨し、マイカー通勤から公共機関利用

への転換を進め、環境保全に役立てています。

エコ通勤の促進・ワンコインエコパス制度の推奨

新築店舗には「太陽光発電パネル」や「ソーラー街路灯」「LED照

明」「雨水利用」「屋上緑化」などを設置し、環境保全や温室効果ガ

ス排出量の削減に努めています。

2015年に実質CO2の排出量をゼロとする「カーボンニュートラ

ル店舗」として栗東支店をグランドオープン。店舗で働く役職員や

ご利用いただくお客さまの環境意識向上を図っています。

環境配慮型店舗の展開

夏季(5月～10月)・冬季(12月～3月)の｢しがぎんエコスタイ

ル｣や、照明の間引き､早帰りの励行等を実施しています。

2016年度には、本部事務センターの改修工事を行い、最新省

エネ設備により大幅に電力使用量を削減しました。

行内リサイクルシステム
行内に｢リサイクルシステム｣を構築し、紙資源のリサイクルと

情報漏洩の防止に取り組んでいます。

本部・
関連会社

本部リサイクル
システム

支店

顧客情報などに
関する機密書類

行内設置のため、
機密情報の漏洩を防止

紙資源

再生紙
工場

ヨシ苗植え

外来魚駆除・釣り

ヨシ刈り

ニゴロブナ・ワタカの放流

役職員の環境意識の向上と、各地域との交流、地域密着を図る

ため地域の活動に積極的に参画しています。

地域に根差した取り組み

ビワマス遡上プロジェクトオオバナミズキンバイ除去大作戦

こだかみの茶再生プロジェクト 魚のゆりかご水田プロジェクト
※ 栗東支店のカーボンニュートラルイメージ
　 CO2排出量を省エネ設備で34％削減し、残る66％相当分を太陽光発電でまかなう。

収集

収集

再生

“いきものがたり”
活動
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地域社会との共存共栄

福祉活動や青少年育成のサポートなどに取り組んでいます。

金融を通じた地域貢献 地域に根差した社会貢献

｢社会福祉法人しがぎん福祉基金｣は、当行創立50周年を記念

し、1984年に設立。滋賀県内で展開される福祉の実験的・開拓

的な取り組みに対して幅広く助成を行うもので、助成を県内に限

定した､全国でもユニークな基金です。

第33回となる2017年度は、9件､総額8,597千円の助成を決

定。助成累計は473件､3億5,507万円となりました。

先駆的・開拓的な地域福祉活動に対して助成

定期預金で滋賀県ゆかりのアスリートを応援
お客さまにお預入いただいた定期預金残高の0.005％相当額

をアマチュアスポーツを支援する｢レイクス･スポーツファンド｣へ

寄付しています。

2016年9月､1,330千円を贈呈。2020年の東京オリンピック･

パラリンピック､2024年の滋賀県での国体開催を控え、滋賀県内

のスポーツ振興を応援し､地域活性化を図っています。

CS（お客さま満足）の向上を目指して
多くのお客さまに安心してご利用いただくために
CSRの観点から役職員に対して「認知症サポーター養成講座」

(2017年4月末時点、459名登録)や「高齢者疑似体験講座」、

「AED講習」等を実施し、役職員のサービス力向上に努めるとと

もに、店舗設備のバリアフリー化を進めています。

耳マーク・筆談用ボード・コミュニケーション支援ボード

AED(自動体外式除細動器) 老眼鏡とルーペ

子どもたちの自立する力や社会と関わる力の醸成に貢献する

ことを目的に、銀行の仕組みやお金の役割について学んでいた

だく金融教育に取り組んでいます。

出前授業や職場体験｢中学生チャレンジウィーク｣の受け入れ

の他、2016年度より役職員の家族(子ども)を対象とした金融教

室｢しがぎんジュニア探検隊｣を開催しています。

次世代の金融教育

地域とともに歩む銀行として
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【キャリア制度充実】
● 中途退職者、
   高齢者の再雇用制度
● 障がい者雇用

全役職員がさらなる成長を遂げ、お客さまのために最大限能

力を発揮できる『人財』となれるよう、日々のコミュニケーション

をベースとした人材育成を行っています。

2017年度の人材育成方針は、「社会人の良識とプロ意識を

持った行員の育成」です。

「人財」育成
実質的な機会の平等を確保し、男女共同参画社会の実現に

向けて｢女性活躍推進委員会｣を設置(2006年～)。意欲と能力

のある女性の活躍を推進しています。

ポジティブ・アクション

当行は次世代育成支援対策推進法に基づく優良な子育てサ

ポート企業として､2016年4月20日､近畿の地方銀行で初めて､

「プラチナくるみん認定」を受けました。

出産､育児にかかる制度の導入や､制度を利用しやすいし職場

づくり､メンタル面のフォローやキャリア形成支援を実施｡第四期

(2014年4月～2016年3月)では､

さらなる男性の育児参加促進に取

り組みました。

今後も、子育て支援制度拡充を図

り、働きやすい環境づくりに努めて

いきます。

子育て支援制度の充実

女性の活躍を推進

セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、同和問題な

ど､さまざまな人権問題に対する理解を深め､人権感覚を磨く

ことを目的に研修を実施。

2017年度は「一人ひとりの存在を大切にする職場づくり」を

研修テーマとして､各研修を実施。そのほか､各種ポスターの掲

示や人権標語を職員から広く募ることにより､人権啓発を心が

けています。

人権啓発

仕事と生活の調和の実現のため､年次有給休暇を半日単位

で利用できる｢半日年次有給休暇制度｣や男性職員が配遇者の

出産時に利用できる｢配偶者出産特別休暇制度｣を設置。

また､子どもの家庭教育に取り組む企業として､滋賀県教育

委員会と｢滋賀県家庭教育協力企業協定｣を締結し､制度の利

用を促進しています。

ワーク・ライフ・バランス

「女性活躍推進法」における当行の行動計画
計画期間：2016年４月1日～ 2020年3月31日

● 管理職（課店長級以上）に占める女性割合：5％以上

● 管理職（代理補以上）に占める女性割合：25％以上

● 法人渉外に携わる女性割合：20％以上

役職員との共存共栄 ～働き方改革～ 

セミナー等を開催し、女性活躍を応援・サポートしています。

「女性の職域拡大」に積極的に取り組んでいきます。

滋賀県をはじめとする13県で構成する､「日本創生のための

将来世代応援知事同盟」による「将来世代応援企業賞」に選出。

充実した育休制度や、男性の育休取得者増加を目指す取り組み

等、子育てや女性､若

者への支援に積極的

に取り組む姿勢が評

価されました。

「将来世代応援企業賞」を受賞しました

役職員一人ひとりの人権や個性を尊重し、働きがいのある職場づくりを進めています。

新
入
行
員
研
修

集
合
研
修
・
O
J
T
・
指
導
員
制
度

社
会
人
の
良
識
と
プ
ロ
意
識
を
持
っ
た
行
員
の
育
成

【メンタルヘルスケア】
● 管理職対象研修
● 行内設置の健康管理室
　の看護師のフォロー
● 外部の専門家との連携

【スキルアップ】
● 階層別研修
● 職務別研修
● 人材公募制度

【はなしあい制度】
● 半期ごとに上司と
　面談
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「しが生物多様性大賞」で「大賞」
琵琶湖の環境問題に対する各活動にストーリー性を持たせ、本

業と絡めた金融機関ならではの活動を継続して展開。加えて、役

職員が自発的に環境問題を考え地域への参画や交流を行うなど、

活動に広がりを見せている点が評価されました。

主催：
滋賀県、滋賀経済同友会

表彰式：
2017年3月2日

全国の地方銀行で初めて制作した統合報告書、およびCSRリ

ポートが受賞しました。

統合報告書において環境等への取り組みを、経営の重要課題

に位置付け、CSRの方向性や戦略を展開している点、CSRリポー

トにおいて、イラストや写真などを多用し、当行の活動をわかり

やすく伝えている点、両冊子のバランスが

優れている点が評価されました。

主催：
環境省一般財団法人地球・人間環境フォーラム

表彰式：
2017年2月22日

環境コミュニケーション大賞
環境報告書部門で「優良賞」受賞

金融を通じて「四方よし」を実現している「CSR私募債」、独自の

環境評価による環境格付（PLB格付）を組み込んだ、当行ならでは

の取り組みを展開している点が評価されました。

主催：
一般財団法人環境金
融研究機構RIEF

表彰式：
2017年1月23日

「サステナブルファイナンス大賞」で
「地域金融賞」

CSRの取り組み ～社会からの評価～

● 「第1回日本環境経営大賞」環境経営パール大賞受賞
● 「第2回『誠実な企業』賞」金融機関部門賞受賞
● 「第13回地球環境大賞」フジサンケイグループ賞受賞
● 「滋賀労働局優良賞」受賞
● 「FTSE4Good Global Index」に選定
● 平成18年度 財界「経営者賞」受賞
● 「第9回グリーン購入大賞」環境大臣賞受賞
● 「第12回新エネ大賞」新エネルギー財団会長賞受賞
● 「第5回企業フィランソロピー大賞」大賞受賞
● 「ワークライフバランス推進企業」に登録
● 「BCAOアワード2007」大賞受賞
● 「次世代育成支援対策推進法」に基づき
「子育て支援に積極的に取り組む企業」として認定
● 環境省より「エコ・ファースト企業」に認定
● 平成19年度「関西エコオフィス大賞」受賞
● 平成20年度「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞
● 「第12回環境コミュニケーション大賞」奨励賞受賞
● 「第13回環境コミュニケーション大賞」
環境金融報告書特別優秀賞受賞

● 「第8回日本環境経営大賞」環境経営パール大賞受賞
● 日本経済新聞社「第14回環境経営度調査」
非製造業：金融部門　第1位

● 「ストップ温暖化大賞―低酸素杯2011－」審査員特別賞受賞
● 「第14回環境コミュニケーション大賞」
テレビ環境CM部門：優秀賞受賞

● 「次世代育成支援対策推進法」に基づき「子育て支援に積極的
に取り組む企業」として2度目の認定

● 「第2回いきものにぎわい企業活動コンテスト」農林水産大臣賞受賞
● 2012年版『環境白書』に“いきものがたり活動”が掲載
● 「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」
グッドプラクティスに選定

● 「第15回グリーン購入大賞」大賞受賞
● 清水書院発行の高等学校「現代倫理」の教科書に
当行のCSR活動が掲載

● 「第17回環境コミュニケーション大賞」ダブル受賞
環境報告書部門：環境報告大賞（環境大臣賞）
テレビ環境CM部門：優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）

● 環境省より「エコ・ファースト企業」に再認定　　
● 「次世代育成支援対策推進法」に基づき
「子育て支援に積極的に取り組む企業」として3度目の認定
● 「第50回献血運動推進全国大会」厚生労働大臣表彰受賞
● 第2回「『京環境配慮建築物』顕彰制度」奨励賞受賞（京都支店）
● 「第1回買うエコ大賞」優秀賞受賞
● 「第18回環境コミュニケーション大賞」環境報告書部門：
優良賞受賞

● 第1回「低炭素な『まちと建物』コンテスト」優秀賞受賞（栗東支店）
● 「『誠実な企業』賞2015-Integrity Award-」優秀賞受賞
● 「環境人づくり企業大賞2014」最優秀賞受賞
● 平成27年度「均等・両立推進企業表彰」
ファミリー・フレンドリー企業部門：滋賀労働局長優良賞受賞

● 「UCDAアワード2015」最優秀賞受賞
● 第4回「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」
グッドプラクティスに選定

● 「イクボス宣言」実施（239名）
● 「次世代育成支援対策推進法」に基づき「プラチナくるみん」に認定
● 「滋賀県環境保全協会長表彰」環境保全優良事業所として表彰

’03
’04

’07

’08

’09
’10

’11

’12

’13
’14

’15

’16
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安心してお取引いただくために

オレオレ詐欺・還付金詐欺などの「振り込め詐欺」と投資詐欺

などの「振り込め類似詐欺」の特殊詐欺が増加しています。ご注

意ください。

振り込め詐欺等の被害にあったとき、心あたりがあるときは、

振込先の金融機関に速やかにご連絡ください。振込先が当行の

場合は下記までご連絡ください。

社会問題化している「特殊詐欺」からお客さまの大切なご預金

を守り、安心してサービスを受けていただくために、さまざまな

取り組みを行っています。

その結果、2016年1月～12月の1年間で、滋賀県内の警察署

より特殊詐欺未然防止の感謝状を15回拝受しました。

「お客さま本位の業務運営」の考え方に基づき、リスク商品の

販売にあたっては、ご相談内容を記載した「ご相談シート」をお客

さまにお渡しして内容を共有、お客さまのニーズを正確に聞きと

り、お客さまの知識や経験等を踏まえ、適切な商品をご提供する

ように努めています。

加えて、ご高齢の方々へのリスク商品の販売にあたっては商品

性や価格変動などを勘案のうえ、管理者による面談や、ご家族（次

世代）同席で商品説明を受けていただくようお願いしています。

保険については「ご意向お伺いシート」を用いてお客さまのご

意向を正確に把握し、ご意向に沿ったすべての商品の情報提供

を行うなど、適切な保険募集を行う体制を整えています。

「金融ADR制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）」と

は、お客さまの利便性や金融商品・サービスに関する信頼性の向

上を目的とした制度です。

金融機関との間でトラブルが発生した際、お客さまには金融機

関相談窓口のほか、「金融ADR制度」のご活用で通常の裁判より

安価かつ簡易・迅速な手続きでトラブルの解決を図ることがで

きます。

当行では、指定紛争解決機関として「全国銀行協会」と契約を

結し、この制度に取り組んでいます。

銀行に関するさまざまなご相談や
ご照会の受付窓口 

〒100-0004  東京都千代田区大手町2-6-1 
　　　　　　 朝日生命大手町ビル19階（全国銀行協会内）

0570-017109
03-5252-3772

● 受付日:月～金曜日（祝日および銀行の休業日を除く）
● 受付時間:午前9時～午後5時

● 百貨店や家電量販店の店員を名乗り、クレジットカードの
不正利用についての問い合わせを行う。その後、銀行協会
の職員を名乗るものも登場し、銀行口座の悪用を理由に
キャッシュカードの交換を指示し、暗証番号とともに騙し取
ろうとする。

● 「銀行職員に不正を働いているものがいるため普通の銀
行では手続きできない」などの理由で、コンビニやショッピ
ングセンターのＡＴＭでの操作を指示しようとする。

１．店頭・ATMコーナーで職員による声かけと

　  お客さまの表情や言動などへの気配りの徹底

２．ATMコーナーやロビーへのポスター掲示

３．ホームページへ注意喚起の掲載

４．行内研修の実施

５．各支店での講習会の実施

６．特殊詐欺未然防止感謝状拝受者の行内表彰と

　  未然防止の好事例をタイムリーに全店共有

７．警察や関係団体等との連携強化

８．「預手プラン※」の導入

最近の特殊詐欺の特徴

ハローサポート
（銀行休業日を除く9：00 ～17：00）
077-521-9530

※ 「預手プラン」とは…窓口でご高齢のお客さまから多額の現金引き出しのお申し出が
ある場合、資金使途などの確認に加えて、お振込みや自行あて小切手（預金小切手）の
ご利用をお勧めするもの。

取組内容

特殊詐欺にご注意ください！ リスク商品の販売について

金融ADR制度について

特殊詐欺未然防止感謝状を15回拝受
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安心してお取引いただくために

お客さまの大切な個人情報（マイナンバーを含む）を適切かつ

厳格に取り扱うための基本方針として「個人情報保護方針」・「特

定個人情報等の取扱に関する基本方針」を定めています。また、

お客さまの個人情報を利用する「業務内容」や「利用目的」などを

明確化してホームページやパンフレット上で公表、お客さまにご

理解、ご安心をいただいています。

顧客情報等の漏洩防止のため、厳格なルールを定めて取り扱

いしています。

　滋賀銀行は、お客さま、地域社会との「共存共栄」の追求を経
営理念とし、お客さまの多様なニーズにお応えするため商品、
サービス、情報の迅速、的確な提供に努めております。
　その際、お客さまに関します「個人情報」の適切かつ厳格な取
り扱い（取得・利用・保存）が何より重要であると考えます。
　このような認識に立って当行は以下の事項を厳守し、以って
お客さまの「個人情報」保護に万全を期すことをここに宣言いた
します。

1. お客さまに関する個人情報の取り扱いにあたっては、利用目
的を明確にし、その利用目的の範囲内で使用いたします。お
客さまの同意、法令に定めがある場合を除いて利用目的の
達成に必要な範囲を超えて利用いたしません。

2. お客さまに関する個人情報を適切に取り扱うために個人情報
の取扱規程を制定するとともに、社員教育、内部管理態勢な
どを整備強化し、実践してまいります。

3. お客さまに関する個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、
改ざん及び漏洩などを防止するため、適切かつ合理的な方
法で事務およびシステムの安全対策を実施してまいります。

4. 当行が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の
取り扱いを外部に委託する場合には、その保護が十分に図ら
れていることを確認した上で、個人情報の保護に関する契約
を締結し、必要に応じて監査を実施するなどの適切な措置を
講じます。

5. 法令に定めがある場合を除き、個人情報を事前にお客さま
の同意を得ることなく第三者へ提供いたしません。

6. 個人情報について、お客さまご本人からのお問合せや確認・
訂正・ダイレクトセールスの停止などのお申し出があった場
合は遅滞なく対応いたします。

7. 個人情報の取扱管理責任者を置き、保有する個人情報に関
して適用される法令およびその他の規範の遵守に努めるとと
もに、上記各項における取り組みおよび保護活動を維持、改
善してまいります。

個人情報保護方針

内容に含む個人情報（以下「特定個人情報等」といいます）の取
り扱いに関する基本方針を定め、公表します。
1. 関係法令・ガイドライン等の遵守
　当行は、お客さまの特定個人情報等を取り扱うにあたり、番
号法および「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする
関係法令・ガイドライン等、当行が策定し別途公表している
個人情報保護方針、当行の諸規程を遵守します。また、当行
は、お客さまの特定個人情報等の取り扱い等について継続
的な改善に努めます。

２. 個人番号の利用目的
　 当行は、お客さまの個人番号を取得するにあたり、その利用
目的を通知、公表または明示するとともに、その利用目的の
達成に必要な範囲内においてこれを取り扱います。個人番号
について、番号法で認められている利用目的以外では利用し
ません。

３. 安全管理措置
　 当行は、お客さまの特定個人情報等について、漏えい、滅失
またはき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安
全管理措置を講じます。また、特定個人情報等を取り扱う従
業者や委託先（再委託先等を含みます）に対して、必要かつ
適切な監督を行います。

４.ご意見・ご要望へのご対応
　 当行の特定個人情報等の取り扱いに関するご意見・ご要望
につきまして、適切かつ迅速な対応を行うよう努めてまいり
ます。

　滋賀銀行は、「行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律」（以下「番号法」といいます）等に
基づき、次のとおり、お客さまの個人番号及び個人番号をその

特定個人情報等の取り扱いに関する基本方針

「利益相反管理」とは、金融取引が高度化し、お客さまと金融機

関の利害が対立する可能性が高まるなか、お客さまの利益を不

当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引を適

切に管理することです。

当行は、「お客さまと当行または当行の関連会社の間」「当行グ

ループのお客さま相互の間」での、利益相反のおそれがある取

引などに関して、法令等に従い、お客さまの利益が不当に害され

ることのないよう業務を遂行しています。

当行では従来から、反社会的勢力排除の取り組みを積極的に

進めています。この取り組みを強化するため、普通預金規定等に

取引名義人等が反社会的勢力であることが判明した場合には、

当行の判断によりお取引を停止、または、解約できることを定め

た「暴力団排除条項」を導入、あわせて「滋賀銀行 反社会的勢力

排除規定」を制定しています。

また、普通預金等を新たに開設されるお客さまには、反社会的

勢力に該当しない旨の表明・確約をいただいてから、取引を開始

しています。

個人情報の保護について

利益相反管理体制

反社会的勢力排除の取り組み
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コーポレート・データ

（2017年6月末現在）

　
　

　 　

監
　
査
　
役
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主
総
会

取
　
締
　
役

（
常
務
会
）

　
　

　 　

監
　
査
　
役

　
　

　 　

監
　
査
　
役

しがぎんビジネスサービス株式会社
しがぎん代理店株式会社
しがぎんキャッシュサービス株式会社
滋賀保証サービス株式会社
しがぎんコンピュータサービス株式会社
株式会社しがぎん経済文化センター
株式会社滋賀ディーシーカード
しがぎんリース・キャピタル株式会社
株式会社しがぎんジェーシービー

　
　

　 　

総務グループ
管財グループ
お客さま相談室

事務企画グループ
融資事務グループ
業務管理グループ
事務指導グループ
情報管理室
事務集中センター

管理グループ
企画グループ
ローンセンター
企業審査グループ
案件審査グループ
企業経営支援室

ALMグループ
リスク統轄グループ
信用リスク管理グループ
内部統制・資産査定グループ
法務室

経営企画グループ
東京事務所
主計室
広報室
CSR室
ICT戦略室

営業企画グループ
法人推進グループ
個人推進グループ
エリアマネジメントグループ
ダイレクト営業室
　　　ハローサポート
　　　クレジットセンター
CS推進室
地域振興室

市場運用グループ
市場営業グループ
国際営業グループ
上海駐在員事務所
バンコク駐在員事務所
業務グループ

人事グループ
厚生グループ
研修グループ
人権啓発室

システム部

業務統轄部

本
店
営
業
部

国
内
支
店

香
港
支
店

監
　
査
　
役

（
監
査
役
会
）

市場国際部

審　査　部

営業統轄部

総　務　部

人　事　部

秘　書　室
監　査　部

経営管理部

総合企画部
本部

検査グループ
監査グループ

システム企画グループ
システム開発グループ
システム管理グループ

監
査
役
室

滋賀銀行組織図

取
締
役
頭
取

取
締
役
会
長

専
務
取
締
役

常
務
取
締
役

取
締
役
会
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コーポレート・データ

会　社　名 所　在　地 主な事業内容 設立年月日
資本金
単位
百万円

当行グループが保有する議決権の総株主の議決権
に占める割合
単位：％

うち当行グループ
会社保有分

うち当行
保有分

しがぎんビジネスサービス株式会社

しがぎん代理店株式会社

しがぎんキャッシュサービス株式会社

滋賀保証サービス株式会社

しがぎんコンピュータサービス株式会社

株式会社しがぎん経済文化センター

株式会社滋賀ディーシーカード

しがぎんリース・キャピタル株式会社

株式会社しがぎんジェーシービー

滋賀県大津市浜町1番38号

滋賀県大津市浜町1番38号

滋賀県大津市浜町1番38号

滋賀県大津市浜町1番38号

滋賀県大津市浜町1番38号

滋賀県大津市浜町1番38号

滋賀県大津市浜町1番10号

滋賀県大津市浜町4番28号

滋賀県大津市浜町4番28号

銀行代理店業務

事務計算受託業務

コンサルティング業務

リース•投資業務

クレジットカード業務

1979年7月11日

1986年8月1日

1993年7月9日

2004年4月1日

1977年4月1日

1984年3月21日

1985年4月1日

1985年5月1日

1991年4月4日

40

40

10

60

20

10

30

31

30

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

信用保証業務、
貸出担保評価・管理業務

現金精査•整理、
ATM管理業務

事務代行業務、
不動産管理業務

クレジットカード業務
信用保証業務

滋賀銀行グループは、滋賀銀行および連結子会社９社、非連結子会社（持分法非適用）6社で構成され、銀行業を中心とし
た金融サービスを提供しています。なお、当行グループは「銀行業」の単一セグメントです。

● 滋賀銀行の本支店98カ店（うち海外１カ店）、
　 出張所20カ店、代理店19カ店
● 連結子会社
　 しがぎんビジネスサービス株式会社　
　 しがぎん代理店株式会社　
　 しがぎんキャッシュサービス株式会社
　 滋賀保証サービス株式会社　
　 しがぎんコンピュータサービス株式会社
　 株式会社しがぎん経済文化センター
　 株式会社滋賀ディーシーカード

● 非連結子会社
　 滋賀ベンチャー４号投資事業有限責任組合
　 滋賀の魅力発信ファンド投資事業有限責任組合
　 しがぎん成長戦略ファンド投資事業有限責任組合
　 しが農林漁業成長産業化投資事業有限責任組合
　 しがぎんふるさと投資ファンド投資事業有限責任組合
　 しがぎん地域企業の持続的成長につなげる本業支援
　　ファンド投資事業有限責任組合

滋
賀
銀
行
グ
ル
ー
プ

銀
行
業
務

事業系統図 （2017年6月末現在）

連結子会社
（2017年6月末現在）

預金業務

貸出業務

有価証券投資業務
商品有価証券売買業務

内国為替業務
外国為替業務

社債受託および登録業務

預金

譲渡性預金
貸付
手形の割引

国債等公共債の売買業務を行っています。

送金為替、振込および代金取立等を取り扱っています。
輸出、輸入および外国送金その他外国為替に関する各種業務を行っています。

担保附社債信託法による社債の受託業務、公社債の募集受託および登録に関する業務を行っています。

譲渡可能な定期預金を取り扱っています。

預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しています。

手形貸付、証書貸付および当座貸越を取り扱っています。
銀行引受手形、商業手形および荷付為替手形の割引を取り扱っています。

1.代理業務 ①日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店業務
②地方公共団体の公金取扱業務
③勤労者退職金共済機構等の代理店業務

④株式払込金の受入代理業務および株式配当金、
　公社債元利金の支払代理業務
⑤住宅金融支援機構の代理貸付業務
⑥信託代理店業務

2.保護預りおよび貸金庫業務
3.有価証券の貸付
4.債務の保証（支払承諾）
5.金の売買

6.公共債の引受
7.国債等公共債および証券投資信託の窓口販売
8.金融商品仲介業務
9.コマーシャル・ペーパー等の取り扱い

10.損害保険代理店業務
11.生命保険代理店業務
12.確定拠出年金業務

当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、別段預金、納税準備預金、非居住者円預金、
外貨預金等を取り扱っています。

附帯業務

業務のご案内

　 しがぎんリース・キャピタル株式会社　
　 株式会社しがぎんジェーシービー
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政府および地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の国内法人

外国法人等

個人・その他

日本生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）

滋賀銀行従業員持株会

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE U.S. TAX EXEMPTED
PENSION FUNDS

株式会社みずほ銀行

計

所有株式数（千株）

所有株式数（千株） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (％)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合 (％)

2.30

2.27

1.80

1.47
29.21

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 15,237 5.74

3.03

3.01

2.45

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 3.589,518

8,054

7,999

6,509

6,117

6,033

4,804

3,920
77,541

63
92,118
3,886

59,842
45,883
63,655

0.0
34.7
1.4

22.5
17.2
23.9

NORTHERN TRUST CO.  （AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL
INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST 3.529,349

氏名又は名称

所有者

（注） 

2. 2016年11月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書および同報告書に係る訂正報告書において、株式会社みずほ銀行およびその共同保有
者であるみずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社、みずほインターナショナル(Mizuho International plc)が2016年10月1日現在で以下の株式を所
有している旨が記載されているものの、当行として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、株式名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記
載しております。なお、大量保有報告書の変更報告および同報告書に係る訂正報告書の内容は以下のとおりであります。

1. 当行は自己株式5,144千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.93％）を所有しておりますが、上記大株主の状況には記載しておりません。

保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（％）住所

－

氏名又は名称

5,600
23,572

5,984
0

35,156

1.80
7.58

1.92
0.00

11.31

発行済株式総数

株主数

265,450千株

11,488人

東京都千代田区大手町１丁目５番５号

東京都千代田区大手町１丁目５番１号

東京都千代田区丸の内１丁目８番２号

Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, United Kingdomみずほインターナショナル(Mizuho International plc）

株式会社みずほ銀行

みずほ証券株式会社

アセットマネジメントOne株式会社

合計

株式の状況 （2017年3月末現在）

大株主の状況 （2017年3月末現在）

株式の所有者別内訳 （2017年3月末現在）

（注）１. みずほ証券株式会社、みずほインターナショナル(Mizuho International plc)の保有株券等の数には、新株予約権付社債券の保有に伴う保有潜在株式の数が含
　　まれております。

　　２. アセットマネジメントOne株式会社は、2016年10月にＤＩＡＭアセットマネジメント、みずほ信託銀行の資産運用部門、みずほ投信投資顧問、および新光投信が統　
　合し設立されたものです。
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コーポレート・データ

店舗一覧 （2017年6月末現在）

〒520-8686

〒520-0025

〒520-0046

〒520-0037

〒520-0056

〒520-0027

〒520-0006

〒520-0113

〒520-0242

〒520-0224

〒520-0107

〒520-0522

〒520-0044

〒520-0832

〒520-0867

〒520-0865

〒520-2276

〒520-2134

〒520-2123

〒520-2144

〒520-2141

〒520-0814

〒520-0802

077（521）2000

077（525）2838

077（522）6658

077（525）1331

077（525）3741

077（523）0260

077（579）4161

077（578）2188

077（573）5851

077（573）1231

077（572）4467

077（594）1331

077（524）5322

077（537）1774

077（534）0743

077（534）5130

077（546）6751

077（545）3505

077（543）8050

077（545）8971

077（544）1181

077（522）8961

077（526）4631

大津市浜町1-38

大津市皇子が丘2-10-27

大津市長等2-10-29

大津市御陵町3-1（大津市役所1階)

大津市末広町1-1

大津市錦織3-14-8

大津市滋賀里4-9-31

大津市坂本7-1-11

大津市本堅田5-18-12

大津市向陽町5-26

大津市雄琴北1-6-4

大津市和邇中浜472

大津市京町4-1-1(滋賀県庁本館1階)

大津市粟津町10-11

大津市大平1-3-10

大津市南郷1-4-14

大津市里5-2-17

大津市瀬田2-3-10

大津市瀬田大江町59-1

大津市大萱1-12-9

大津市大江3-2-10

大津市本丸町1-18

大津市馬場2-8-8

本店営業部

西大津駅前出張所

中町代理店

大津市役所出張所

大津駅前支店

錦織支店

唐崎支店

坂本支店

堅田駅前支店

びわ湖ローズタウン出張所

仰木雄琴出張所

志賀町支店

県庁支店

石山支店

寺辺代理店

南郷支店

田上出張所

瀬田支店

大津市場代理店

瀬田駅前支店

大江出張所

膳所支店

膳所駅前支店

大津市 カ店23

八日市東支店

湖東出張所

永源寺代理店

八日市支店

五個荘支店

能登川支店

桜川支店

東近江市 カ店7

〒527-0022

〒527-0135

〒527-0231

〒527-0028

〒529-1443

〒521-1222

〒529-1572

0748（23）1231

0749（45）3311

0748（27）1231

0748（22）1231

0748（48）3151

0748（42）1235

0748（55）1166

東近江市八日市上之町8-36

東近江市横溝町1978-1

東近江市山上町1175

東近江市八日市金屋1-2-6

東近江市五個荘北町屋町232-1

東近江市佐野町728-4

東近江市桜川西町128-3

竜王支店

日野支店

蒲生郡 カ店2

〒520-2524

〒529-1601

0748（57）1251

0748（52）2121
蒲生郡竜王町大字綾戸314-3

蒲生郡日野町大字松尾1534

八幡駅前支店

八幡西出張所

八幡南出張所

江頭支店

桐原代理店

武佐支店

安土支店　

〒523-0891

〒523-0031

〒523-0898

〒523-0061

〒523-0043

〒523-0012

〒521-1311

0748（33）3125

0748（33）8711

0748（37）1511

0748（36）8101

0748（33）8321

0748（37）6111

0748（46）3131

近江八幡市鷹飼町1507-2

近江八幡市堀上町155-8

近江八幡市鷹飼町南3-3-6

近江八幡市江頭町449

近江八幡市池田本町869-26

近江八幡市武佐町457-3

近江八幡市安土町下豊浦2789-1

彦根支店

彦根駅前支店

彦根東代理店

彦根南支店

大薮支店

高宮支店

彦根市 カ店8

0749（22）3161

〒522-0088

〒522-0075

〒522-0038

〒522-0043

〒522-0053

〒522-0201

0749（22）3101

0749（22）3111

0749（24）1405

0749（24）1265

0749（23）8761

彦根市銀座町3-10

彦根市佐和町11-21

彦根市西沼波町247-1

彦根市小泉町106-43

彦根市大藪町20-5

彦根市高宮町1966

〒522-0223

〒521-1123

0749（28）1135

0749（43）3456
彦根市川瀬馬場町924-6

彦根市肥田町1000-1

河瀬支店

稲枝支店

〒520-3035

〒520-3031

〒520-3015

〒520-3005

077（553）5678

077（554）3054

077（552）0312

077（558）1234

栗東市霊仙寺1-2-15

栗東市綣2-3-22

栗東市安養寺1-6-1

栗東市御園814-1

栗東市 カ店4
大宝支店

栗東駅前出張所

栗東支店

栗東トレセン前支店

077（566）1271

077（563）7791

077（563）6535

077（561）6221

077（566）2511

077（564）7421

077（562）3566

077（568）1121

077（562）3601
草津市大路1-14-26

草津市草津3-13-30(草津市役所1階)

草津市野路1-13-46

草津市若草5-11-1

草津市南草津2-5-14

草津市南笠東3-15-12

草津市上笠2-24-17

草津市西大路町1-28

草津市下笠町1027-1

草津支店

草津市役所出張所

南草津駅前支店

グリーンヒル出張所

南草津パーソナル出張所

南笠支店

草津西支店

草津パーソナル出張所

下笠支店

草津市 カ店9

〒525-0032

〒525-0034

〒525-0059

〒525-0045

〒525-0050

〒525-0071

〒525-0028

〒525-0037

〒525-0029

〒523-0873
0748（32）3121

近江八幡市正神町1
八幡支店
近江八幡市 カ店8

守山支店

守山東代理店

守山北支店

播磨田支店

木浜支店

守山市 カ店5

〒524-0037

〒524-0033

〒524-0022

〒524-0012

〒524-0104

077（583）3211

077（583）8481

077（583）6363

077（583）7511

077（585）1355

守山市梅田町6-1

守山市浮気町300-15

守山市守山6-4-13

守山市播磨田町1024-6

守山市木浜町1770

野洲支店

三上代理店

祇王支店

中主支店

野洲市 カ店

〒520-2331

〒520-2323

〒520-2351

〒520-2423

077（588）1011

077（586）4151

077（587）1011

077（589）2531

野洲市小篠原2210-1

野洲市三上285-1

野洲市冨波甲1076-4

野洲市西河原2441

4
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多賀支店

豊郷支店

甲良出張所

犬上郡 カ店3

愛知川支店

秦荘代理店

愛知郡 カ店2

〒529-1331

〒529-1234

0749（42）3350

0749（37）2621
愛知郡愛荘町愛知川1732-2

愛知郡愛荘町安孫子838

〒522-0341

〒529-1168

〒522-0244

0749（48）1313

0749（35）3101

0749（38）4688

犬上郡多賀町大字多賀718

犬上郡豊郷町大字八目90

犬上郡甲良町大字在士810

水口支店

貴生川出張所

綾野支店

土山支店

甲南支店

大原支店

信楽支店

甲賀市 カ店7

〒528-0013

〒528-0049

〒528-0037

〒528-0211

〒520-3308

〒520-3433

〒529-1851

0748（62）0900

0748（62）3311

0748（62）2822

0748（66）1111

0748（86）4091

0748（88）3191

0748（82）0800

甲賀市水口町宮の前1-7

甲賀市水口町貴生川290

甲賀市水口町本綾野5-22

甲賀市土山町北土山1683-1

甲賀市甲南町野田854-2

甲賀市甲賀町大原市場741

甲賀市信楽町長野897-3

石部支店

菩提寺出張所

甲西中央支店

甲西代理店

岩根支店

湖南市 カ店5

〒520-3106

〒520-3248

〒520-3234

〒520-3221

〒520-3252

0748（77）2850

0748（74）1411

0748（72）6007

0748（72）2111

0748（75）1451

湖南市石部中央5-1-7

湖南市菩提寺西1-1-23

湖南市中央1-3

湖南市三雲131-3

湖南市岩根867-20

高島市 カ店6

〒520-1623

〒520-1821

〒520-1501

〒520-1214

0740（22）2565

0740（27）1231

0740（25）3501

0740（32）1125

高島市今津町住吉2-11-7

高島市マキノ町沢1401-1

高島市新旭町旭1-4-1

高島市安曇川町末広4-3-2

〒520-1401

〒520-1121

0740（38）3131

0740（36）0260
高島市朽木市場608-2

高島市勝野1411

朽木代理店

高島支店

今津支店

近江マキノ代理店

新旭支店

安曇川支店

大阪支店

大阪東法人営業部

梅田支店

大阪北法人営業部

阪急高槻支店

牧野支店

大阪府 カ店6

〒541-0053

〒570-0028

〒530-0002

〒532-0003

〒569-0071

〒573-1144

06（6271）2791

06（6994）8866

06（6344）9101

06（6399）1545

072（672）3131

072（851）3251

大阪市中央区本町3-1-15

守口市本町2丁目5番18号（守口CIDビル9階）

大阪市北区曽根崎新地1-1-49

大阪市淀川区宮原3-4-30（ニッセイ新大阪ビル18階）

高槻市城北町2-10-17

枚方市牧野本町1-21-15

東京支店
東京都 カ店1

〒103-0001
03（3661）4191

中央区日本橋小伝馬町12-9

名古屋支店
愛知県 カ店1

〒460-0002
052（221）9401

名古屋市中区丸の内1-9-15

香港支店
海外エリア カ店1

Unit 1001, 10/F., 
Henley Building, 
5Queen’s Road 
Central, Hong Kong.

（国番号）852
2845-6548

上海駐在
員事務所

その他
中華人民共和国上海市
浦東新区陸家嘴環路1000号
恒生大厦27階

（国番号）86
21-6841-5101

バンコク駐在
員事務所

27th Floor, Q.House Lumpini,
1 South Sathorn Road, 
Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand

（国番号）66
2-610-3754

三重県 カ店2
上野支店

三重支店
〒518-0873

〒510-0075

0595（21）3326

059（350）8801
伊賀市上野丸之内51-1

四日市市安島1-2-27（ジェックSビル7階）

岐阜県 カ店1
大垣支店
〒503-0864

0584（73）5181
大垣市南頬町4-32-1

一乗寺支店

京都南支店

宇治支店

山科支店

四ノ宮支店

山科南支店

醍醐支店

〒606-8115

〒612-8379

〒611-0031

〒607-8075

〒607-8029

〒607-8161

〒601-1361

京都市左京区一乗寺里の西町12-1

京都市伏見区南寝小屋町13

宇治市広野町西裏13-23

京都市山科区音羽野田町7-5

京都市山科区四ノ宮大将軍町17-10

京都市山科区椥辻中在家町18-6

京都市伏見区醍醐御霊ケ下町21-4

075（701）2121

075（621）5777

0774（43）2345

075（581）1111

075（501）1661

075（592）4121

075（572）5333

長浜支店

長浜駅前支店

長浜北支店

虎姫支店

浅井出張所

びわ町代理店

高月支店

湖北代理店

木之本支店

余呉代理店

西浅井代理店

長浜市 カ店11

〒526-0037

〒526-0059

〒526-0021

〒529-0142

〒526-0244

〒526-0102

〒529-0241

〒529-0341

〒529-0425

〒529-0515

〒529-0721

0749（62）1020

0749（62）7711

0749（62）1881

0749（73）3065

0749（74）0541

0749（72）5145

0749（85）2121

0749（78）2501

0749（82）3311

0749（86）3234

0749（89）0017

長浜市高田町9-10

長浜市元浜町1-12

長浜市八幡中山町1316-7

長浜市田町66-3

長浜市内保町2433-2

長浜市落合町645-2

長浜市高月町高月1176-8

長浜市湖北町速水2846

長浜市木之本町木之本1568-3

長浜市余呉町中之郷1163-1

長浜市西浅井町大浦586

米原支店

醒井代理店

近江町支店

山東支店

伊吹代理店

柏原代理店

米原市 カ店6

〒521-0012

〒521-0035

〒521-0062

〒521-0242

〒521-0314

〒521-0202

0749（52）1122

0749（54）1121

0749（52）4666

0749（55）2121

0749（58）1516

0749（57）1456

米原市米原203-7

米原市醒井605-3

米原市宇賀野12-3

米原市長岡1185-1

米原市春照559-1

米原市柏原851-5

京都府 カ店15

〒600-8411

〒603-8142

〒601-8328

〒605-0012

〒602-8024

〒602-8383

075（351）8641

075（491）4161

075（691）9141

075（771）4236

075（231）2391

075（461）5131

京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町630

京都市北区小山北上総町1

京都市南区吉祥院九条町38

京都市東山区三条大橋東5丁目西海子町36

京都市上京区室町通丸太町上ル大門町273-1

京都市上京区今小路通御前通東入西今小路町799-15

京都支店

北大路支店

九条支店

東山支店

丸太町支店

西陣支店

桂支店

太秦支店
〒615-8191

〒616-8152

京都市西京区川島有栖川町11-1

京都市右京区太秦堀ヶ内町30-13

075（381）2161

075（872）3333
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コーポレート・データ

『しがぎん』店舗外キャッシュコーナー （2017年6月末現在）

提携ATM

提携コンビニATM

東近江市

大津市

近江八幡市

野洲市

守山市

栗東市

草津市
甲賀市

湖南市

高島市

長浜市

米原市

京都市

アル・プラザ堅田
アル・プラザ堅田(第二)
アル・プラザ瀬田
アル・プラザ瀬田（第二）
平和堂坂本店
平和堂和邇店
平和堂石山店
平和堂石山店（第二）
フレンドタウン瀬田川
フレンドマート雄琴駅前店
フレンドマート唐崎店
フレンドマート大津京店
フレンドマート膳所店
フレンドマート石山寺辺店
フレンドマート南郷店
フレンドマートグリーンヒル青山店

西武大津店
大津パルコ
イオンスタイル大津京
マックスバリュ膳所店
イズミヤ　堅田店
バロー真野店
バロー茶が崎店
バロー大津店
フレスコ仰木の里店
マツヤスーパー大津美崎店
フォレオ大津一里山
コープぜぜ
ＪＲ石山駅
京阪浜大津駅
京阪石山駅
コラボしが２１

滋賀県警察本部
大津赤十字病院
大津赤十字志賀病院
大津市民病院
地域医療機構滋賀病院
滋賀医科大学附属病院
龍谷大学瀬田学舎
シャルマンコーポ（膳所）
本堅田
日吉台
石山西
大石

アル・プラザ草津
くさつ平和堂
フレンドマート追分店
フレンドマート志津東草津店
フレンドマート南草津店
近鉄百貨店草津店
西友南草津店

フェリエ南草津
エルティ９３２
エルティ９３２（第二）
イオンモール草津
イオンモール草津(第二)
マックスバリュ駒井沢店
バロー草津店

コーナン草津店
JR草津駅
JR草津駅西口リバティハウス
草津総合病院
立命館大学びわこ･くさつキャンパス
本町（草津）

フレンドマート栗東店
栗東トレセンショップ

アヤハディオ栗東店 済生会滋賀県病院

モリーブ
モリーブ（第二）
フレンドマート守山水保店

ピエリ守山
コープもりやま
丸善守山店

セルバ守山
県立成人病センター

アル・プラザ野洲
イオンタウン野洲

アクロスプラザ野洲 JR野洲駅北口前

アル・プラザ近江八幡
平和堂篠原店
フレンドマート安土店

イオン近江八幡
アクア２１
ピアゴ近江八幡店

近江八幡市立総合医療センター

彦根市・愛知郡・犬上郡
アル・プラザ彦根
ビバシティ平和堂
ビバシティ平和堂（第二）
平和堂日夏店
平和堂愛知川店
フレンドマート稲枝店

フレンドマート彦根地蔵店
フレンドマート秦荘店
アストショッピングセンター
イオンタウン彦根
フタバヤ彦根店
滋賀県立大学

SCREEN彦根事業所前
彦根西

フレンドマート蒲生店
フレンドマート湖東店
フレンドマート能登川店

フレンドマート五個荘店
八日市ショッピングプラザ・アピア

西友八日市店
ピアゴ今崎店

蒲生郡
フレンドタウン竜王 フレンドタウン日野

アル・プラザ水口
平和堂信楽店
フレンドタウン甲賀

フレンドマート土山店
西友水口店
ピアゴ水口店

スーパーハズイ水口店
アヤハディオ水口店
公立甲賀病院

平和堂甲西中央店
平和堂石部店

丸善石部店 イオンタウン湖南

平和堂あどがわ店
今津ショッピングセンター リプル

バロー安曇川店 高島市民病院

アル・プラザ長浜
モンデクール長浜
フレンドマート長浜平方店

フレンドマート浅井店
長浜楽市ショッピングセンター
イオン長浜

フタバヤ長浜店
ザ・ビッグ高月店
長浜赤十字病院

京阪山科駅

平和堂米原店 フレンドマート山東店

マツヤスーパー山科三条店 JR京都駅

全　　国 ：
滋賀県内 ：

※上記以外の時間は108円（消費税込み）がかかります

23,543台
246台

全　　国 ：
滋賀県内 ：

12,012台
150台

全　　国 ：
滋賀県内 ：

13,529台
115台

● ご利用時間 ・・・ 全日0時5分～23時55分● サービス内容 ・・・ お引出し・お預入れ・残高照会
● 提携コンビニATM設置台数（2017年6月末現在）

● サービス内容 ・・・ お引出し・お振込み・残高照会　　● ご利用時間 ・・・ 全日8時00分～21時00分
● ご利用手数料 ・・・ 平日8時45分～18時00分のATMご利用手数料が無料となります。

※コンビニATMや提携金融機関が非幹事のATMは対象外です

滋賀県内：178台（当行ATMを除く）
滋賀県内：27台
京都府内：630台
その他　：25台
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休日相談店舗 （2017年6月末現在）

しがぎんプラザ （2017年6月末現在）

各種お問い合わせ

0120-21-3560
077-503-3030※1

0120-450-280
077-503-3040※1

0120-322-654
077-503-3023※1

0120-121-567
077-569-6507※1

平日9：00～21：00 
（銀行休業日を除く）

0120-889-201 平日・土・日・祝日
9：00～21：00

0120-556-863
077-503-3020※1

平日9：00～21：00
（銀行休業日を除く）

24時間365日

しがぎんプラザ西大津駅前

しがぎんプラザ堅田駅前

しがぎんプラザ瀬田駅前

しがぎんプラザ草津

0120（116）475

0120（175）345

0120（190）374

0120（211）923

〒520-0025

〒520-0242

〒520-2144

〒525-0032

大津市皇子が丘2-10-27（西大津駅前出張所内）

大津市本堅田5-18-12（堅田駅前支店内）

大津市大萱1-12-9 （瀬田駅前支店内）

草津市大路1-14-26 （草津支店内）

しがぎんプラザ南草津パーソナル

しがぎんプラザ守山

しがぎんプラザ八幡駅前

しがぎんプラザ八日市東

しがぎんプラザ大薮

しがぎんプラザ水口

しがぎんプラザ長浜北

0120（214）663

0120（241）263

0120（322）804

0120（564）064

0120（414）060

0120（615）809

0120（817）339

〒525-0050

〒524-0037

〒523-0891

〒527-0022

〒522-0053

〒528-0013

〒526-0021

草津市南草津2-5-14 （南草津パーソナル出張所内）

守山市梅田町6-1 （守山支店内）

近江八幡市鷹飼町1507-2 （八幡駅前支店内）

東近江市八日市上之町8-36（八日市東支店内）

彦根市大藪町20-5 （大薮支店内）

甲賀市水口町宮の前1-7 （水口支店内）

長浜市八幡中山町1316-7（長浜北支店内）

全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご
相談やご照会、銀行に関するご意見・苦情を受け付け
るための窓口として、一般社団法人全国銀行協会※3

が運営しています。

0570-017109または
03-5252-3772

077-521-2146

平日9：00～17：00
（銀行休業日を除く）

平日9：00～21：00
土・日・祝日9：00～18：00

077-521-9530

0570-077-590
077-503-3025※2

平日9：00～17：00
（銀行休業日を除く）

平日9：00～17：00
（銀行休業日を除く）

24時間365日

0120-056-157

平日9：00～17：00
（銀行休業日を除く）

平日9：00～21：00
（銀行休業日を除く）

各種商品、資料のご請求に関するお問い合わせ

ハローサポート

各種お問い合わせ先 電話番号 受付時間

無担保ローンのお問い合わせ
クレジットセンター

ダイレクトヘルプデスク

Bizダイレクトヘルプデスク

ファームバンキング
ヘルプデスク

住宅ローン、テレホンバンキングのお問い合わせ

通帳・カード・お届け印を紛失または盗難に
あわれた場合等のお問い合わせＡＴＭ管理センター

全国銀行協会相談室

Bizダイレクトのお問い合わせ

でんさいサービスのお問い合わせ

ダイレクトのお問い合わせ

STIO(エスティオ)のお問い合わせ

土曜・日曜・祝日も営業

土曜・日曜・祝日も営業

ローンや年金などのご相談にお応えします。

資産運用のご相談にお応えします。
［予約制］

9:00～17:00営業時間

営業時間 9:00～17:00

※年末年始、および年末年始と連続する土日は休ませていただきます。

※年末年始、および年末年始と
　連続する土日は休ませていただきます。

ファームバンキングのお問い合わせ

※1  国際電話からお問い合わせいただく際の電話番号であり有料です。
※2  国際電話、IP電話等からお問い合わせいただく際の電話番号です。
※3  一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。

ＪＲ守山駅 ●
守山東代理店　　

●
守山東代理店　　

至
野
洲

至
草
津

東海道本線

至
野
洲

至
草
津

東海道本線

守山パーソナル
●
守山パーソナル
●

守山パーソナル

〒524-0037 守山市梅田町6-1（守山支店内）
0120（241）463

Ｊ
Ｒ
南
草
津
駅

至
大
津

東
海
道
本
線

至
米
原

●
南草津
駅前支店

●
南草津
パーソナル

南草津パーソナル出張所

〒525-0050 草津市南草津2-5-14
0120（219）008

至
米
原

大薮パーソナル

至
大
津

芹川

Ｊ
Ｒ
彦
根
駅

0120（414）435
〒522-0053 彦根市大藪町20-5（大薮支店内）

　大薮 　
●パーソナル

ベ
ル
ロ
ー
ド

本部各部へのご用件、個人情報に関するお問い合わ
せ、お借入れの条件変更等に関する苦情・ご相談、振
り込め詐欺等被害のご相談・お問い合わせ、当行への
苦情・ご意見

●ローン、クレジットに関する当行から
　の発信番号は
　0120-330-850となります。

●振り込め詐欺等の被害のため受付
時間外で緊急を要する場合はATM
管理センターへ

　077-521-2146
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コーポレート・データ

SHIGA BANK REPORT 201768

チャネル別個人取引サービスのご案内

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

アクセス 

ご契約 

ご利用時間 

手数料 

資料請求 

ペイジー（税金）・
各種料金支払
定期預金預入・
明細照会・解約予約

外貨普通預金入出金取引

投資信託

Web総合口座受付

公共料金自動振替

住所変更

カードローン・目的型ローン・
フリーローンの申し込み
カードローン借入・
返済サービス
住宅ローン固定金利
再特約受付

キャッシュカード

振替・振込（事前都度）

届出内容の変更

取引明細書発行

各種お問い合わせ

金利照会

残高照会・
入出金明細照会

投資信託

消費性ローン

住宅ローン

商品・サービスのご照会 

郵送 パソコン 携帯電話電話

そ
の
他

ハローサポート 消費性ローン 投信デスク メールオーダー
サービス

不要

平日
9:00 ～21:00

平日
9:00 ～17:00

平日・土・日・祝日
9:00 ～21:00

平日9:00 ～21:00
土日・祝日

9:00 ～19:00（注1）

必要 不要 不要 不要 不要 必要

無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料

必要

○
（eメール相談）

○
（eメール相談）

○
（注4）

○
（随時のみ）

○
（随時のみ）

○
（注1）

○
（注1）

○
（注1）

○

○
（注1）

○
（注1）

○
（注5）

○
（注5）

住宅ローン一部
繰上返済受付

○
（注1）

○
（注3）

○
（注4）

無料

○

※平日とは通常の銀行窓口営業日のことです。
（注1）　定期預金の預入・預入明細照会・解約予約、振込・振替、住宅ローン固定再特約受付・住宅ローン一部繰上返済受付は平日の9:00～20:00まで、カードローン借入・返済
　　　　サービスは平日の9:00 ～ 17:00まで （一括返済の受付は平日9:00～15:00まで）、外貨普通預金入出金取引は平日10:30～15:00までとなります。土・日・祝日にご利用
　　　　いただけるサービスは、残高照会、入出金明細照会のみとなります。
（注2）　毎日23:55～0:05の10分間、毎月第2、第3日曜日23:00～翌月曜日7:00、12月31日～翌年1月4日の8:00まではサービス停止となります。
（注3）　オペレーターサービスと自動音声サービスがございます。
（注4）　「ペイジー（税金）・各種料金支払サービス」は平日・土・日・祝日の0:15～23:45となります。
（注5）　インターネットバンキング、モバイルバンキングでの限度額変更は2銀行窓口営業日程度必要となります。

照
会
サ
ー
ビ
ス

お
取
引

ご
相
談

『しがぎん』ダイレクト
テレホンバンキング

インターネット
ホームページ

『しがぎん』ダイレクト
インターネットバンキング

『しがぎん』ダイレクト
モバイルバンキング
iモード、EZ-web、
Yahoo!ケータイ
対応携帯電話

0120-21-3560 0120-556-863 0120-889-201 http://www.shigagin.com/
index.html0120-167-142

ATMコーナーに備置のほ
か、ハローサポート、テレ
ホンバンキング、インター
ネットで請求できます。

24時間 24時間
（注2）

24時間
（注2）

各
種
手
続
き

限
度
額
変
更

○○振込・振替

○



『しがぎん』店舗配置図

高月

61
62

63
64

五個荘

能登川
桜川

彦根

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

本店営業部
西大津駅前（出）
中町（代）
大津市役所（出）
大津駅前
錦織
唐崎
坂本

びわ湖ローズタウン（出）
堅田駅前

仰木雄琴（出）
志賀町
県庁
石山
寺辺（代）

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

17

南郷

田上（出）
瀬田
大津市場（代）
瀬田駅前
大江（出）
膳所
膳所駅前

草津
草津市役所（出）
南草津駅前
グリーンヒル（出）
南草津パーソナル（出）
南笠
草津西
草津パーソナル（出）

京都市中心部

【大阪府】●大阪 ●大阪東法人営業部 ●梅田 ●大阪北法人営業部
  ●阪急高槻 ●牧野【東京都】●東京（東京事務所）【愛知県】●名古屋 
【岐阜県】●大垣【三重県】●上野 ●三重
【海外】●香港 ●上海駐在員事務所 ●バンコク駐在員事務所

京
阪
本
線

阪
急
京
都
線

J
R
山
陰
本
線

京
阪
本
線

地
下
鉄
東
西
線

J
R
奈
良
線

近
鉄
京
都
線

東海道新幹線

地
下
鉄
烏
丸
線

阪
急
嵐
山
線

京福嵐山線

京福北野線

久御山淀IC 久御山IC 久御山JCT

巨椋IC

巨椋池IC

宇治西IC 宇治東IC

京滋バイパス

宇治

醍醐

京都南

九条

桂

太秦

京都

東山

一乗寺

北大路

西陣
丸太町

山科南

山科
四ノ宮

大山崎
IC

伏見IC

京都南
IC

上鳥羽IC

五条通

四条通

三条通

丸太町通

今出川通

北大路通

名神高速道路

大山崎
JCT

鴨
川

桂
川

木津川

国
道
1
号
線

西
大
路
通

千
本
通

堀
川
通

烏
丸
通

河
原
町
通

川
端
通

東
大
路
通

白
川
通

J
R
奈
良
線

京阪宇治線

京都駅

34
35
36

37
38
39

大宝33

下笠

栗東駅前（出）
栗東
栗東トレセン前

守山
守山東（代）

40
41

42
43

守山北
播磨田
木浜

野洲

大津市

草津市

44
45

47

三上（代）

中主

八幡栗東市

守山市

野洲市

　王

48
49
50
51
52
53

54
55

八幡駅前
八幡西（出）
八幡南（出）
江頭
桐原（代）
武佐
安土

竜王

近江八幡市

56
57

日野

八日市東

蒲生郡

58
59
60

湖東（出）
永源寺（代）
八日市

東近江市

65
66
67
68
69
70

71
72

彦根駅前
彦根東（代）
彦根南
大薮
高宮
河瀬
稲枝

愛知川

彦根市

73

秦荘（代）

愛知郡

74
多賀

犬上郡

75

76

豊郷

甲良（出）

77
78
79
80
81
82

83
84

水口
貴生川（出）
綾野
土山
甲南
大原
信楽

石部

甲賀市

85
86
87

88

89

菩提寺（出）
甲西中央
甲西（代）
岩根

今津

湖南市

高島市

90
91
92
93

94
95

近江マキノ（代）
新旭
安曇川
朽木（代）
高島

長浜

96
97
98
99
100
101
102
103
104

105
106

長浜駅前
長浜北
虎姫
浅井（出）
びわ町（代）

湖北（代）
木之本
余呉（代）
西浅井（代）

米原

長浜市

107
108
109
110

醒井（代）
近江町
山東
伊吹（代）
柏原（代）

米原市

（出）出張所 
（代）代理店

バンコク駐在員事務所

地下鉄

Lumpini駅

Silom駅

Rama Ⅳ Road
Lumpini Park

Embassy
of Japan

Lumpini
Box Stadium

Chulalongkorn Hospital

Banyan Tree
Hotel

Dusit Thani
Hotel
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